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富
山
田
円
。
戸
富
山
吋
宮
司
自
己
冨
日
岳
山
口
門

f主

波

宣

平

( 

) 

序

論

当

山
E
Z
4
0
2
0
の
劇
作
同
宮

U13Y礼
の
う
ち
に
、

。
同
医
ロ
件
。
同
4
2
0

H
m
g回
目
。
回
目
。
寸
σ司
ロ
弔
問
。
目
。
自
己
O
司
白
書
『
0

・

d
H
O
E
R耳
目
。
同

ωo日
。
目
白
n
E旦
E
n
H
F
O
目
。
円
V
E
P

国

P
4
0
E
2
O
R
E
o目
。
旦
司

Z
U

印

E
w
o串
3
2
・
3
G
叶
S
G
E
F

口。ロ
N
釦

-o
の号
同
棄
と
し

τ、
次
白
詩
伺
が
あ
る
。

k
P
R仲

Hωη
内
国
内

Mωlml

こ

れ
を
坪
内
造
話
(
訳
〉
て
は
、

か
な
し
尋

「
悲
歎
の
機
縁
は
天
下
共
通
で
ご
ざ
り
宮
ず
、
毎
日
成
水
夫
の
妻
、
戒
阿
船
の
船
長
、
乃
至
其
荷
主
の
商
人
が
、

り
ま
す
る
。
」
坪
内
池
遁
訳
「
テ
ム
ベ
ス
ト
」
大
正
四
年
四
月
、
早
稲
田
大
学
山
版
部
、
な
お
、
大
正
一
五

並
)
の
う
ち
「
テ
ム
ベ
ス
ト
」
も
、
こ
れ
に
同
じ
。

吾
々
同
様

年
七
月
、

の
悪
運
に
遭
う
て
を

「
遣
準
選
集
」
(
春
陽

ま
た
、
畳
間
実
〔
訳
)
ゼ
は
、

「
か
う
し
た
悲
し
4
は、

世
の
常
で
あ
り
ま
し
て
、
毎
目
、
或
ホ
夫
の
妻
、

民
凶
器
れ
宮
司

5
2
何
回
品
冨
向
島
百
円

第
八
十
場

五
七
七

第
五
号



呂
田
門
司
、
富
岡
田
日
自
己
巳
耳
目
FP凶作

第
八
十
巻

丘
七
八

第
五
号

域
る
商
船
の
船
長
た
ち
と
、
そ
の
荷
主
の
商
人
が

拡
共
同
織
の
不
運
に
あ
う
て
を
り
ま
す
。
」
岩
波
文
庫
版
、
昭
和
二
八
年

さ
b
k
、
kr
司

印

n
E
O四
巴
の
ド
イ
ツ
語
訳
に
よ
れ
ば
、

目
。
D
回
口
出

mOH
司
口
問

N
ロ
時
間
E
問。

M
a
m
o
目。
E
・
mwロ
ヨ
骨
目
、
叶
M
W

問。

同
E
O田
昌
巳
HOBロ
当
日
F
A同O
H
W
E
B官
可
。
ロ

『

Z
O
B
O
E
同
E
問自
E
P
E且
品
。
吋
同
P
E日
EHMmozmH

N

ロ
H
E
R
E岳
司
同
E
m
o
印
件
。
向
日
間
戸
E
q
E
m
m
w日
目
白
田
F
H由
N
0
・

と
な
っ
て
い
る
。
己
れ
ら
三
つ
は
私
の
目
に
ふ
れ
た
限
り
臼
吋
雪
地
主
訳

ω
す
べ
て
で
あ
る
日
か
、

モ
由
い
ず
れ
に
も
重
大
な
過
誤
が

ひ
そ
ん
て
い
る
上
う
に
忠
わ
れ
る
。

最
初

K
問
題
に
た
る
の
は
、

J
F
O
B宮
古
田
広
告
白
0
5
2各
自
て
切
の

E
E
O
R
E
E
-
-
ゼ
あ
っ
て
、
こ
れ
は
、
直
ぐ
あ
と
に

つ
づ
く

E
E且
任
。
目
白
E

E代
、
の

R
E
O
R
U
S
H
-
-
(商
人
、
荷
主
)
と
異
な
り
、

坪
内
、
豊
田
両
氏
の
よ
う
に
「
商
船
」
と
訳

す
ベ
昔
て
あ
ろ
ろ
。
こ
れ
を
単
に
同
凶
民
間
E
E
P
(商
人
〉
と
し
て
い
る
上
記
印
n
E
O問
。
円
の
場
合
、
明
き
ら
か
に
誤
訳
て
あ
る
。
己
の

己
と
は
、

。一M同
日
品
、
見
書
同
s
h
H
r
F
U
宣
言
Q
Q
d
o
F
J己

5
5
司

E

E
・
お
よ
び
印
n
F
E
R
』・・

'
g
b
w
品
言
語

vU出
E
P

H
V

旧
日
串
に
治
い
て
、

さ
ら
に
、

H
n
E
E司
P
印
日
守
宮
言
。
宮
員
、
喜
弘
司
Z
M
J宮』口
E
F
(研
究
社
英
文
学
叢
書
)

U

斤
同
ロ
壮
・

己
の

RHFo
自
由
吉
田

a
m
O
B
m
w
目
20Fmwロ
亡
の
=
目
。
円
n
r
s
t
が
特
に
な
同
E
巳
口
問

4OEO-
こ
ま
た
は

回。】「円

HP唱

H由同
ω
凹

叶

HAF

R
向
島
唱
え
可
白
血
0.w
或
い
は

a
R
B
O
R
E
Z
m
F号
、
.
の
試
に
解
す
べ
き
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
十
分
に
裏
書
き
さ
れ

上
う
。
ょ
っ

τ、
こ
の
点
は
と
れ
以
上
た
ち
入
っ
て
思
議
す
る
に
及
ば
な
い
と
思
う
。



と
こ
ろ
が
、
上
記
の

J
F
O
E
E
Z
B
O同
芭
目
⑦

B
O
R
E
E
之
の
な

E
E
E
E
-
-
を
「
船
長
」
ま
た
は
と
的
。
E
問

ω]uEEP
ミ
(
船

長
〉
と
訳
し
て
hv
る
点
て
は
、

上
記
三
氏
は
い
ず
れ
も
過
誤
を
犯
し
て
い
る
よ
う
て
あ
る
。

と
い
う
の
は
、

私
の
考
課
に
よ
れ
ば
、

の
言
う
と
こ
ろ
の
「
悲
歎
」
ま
た
は
「
不
道
」
は
海
上
航
行
船
舶
白
遭
難
に
よ
っ
て
陸
上
居
住
者
の
う

け
る
「
悲
歎
L

士
た
は
「
不
運
」
で
あ
っ
て
、
も
し
上
記
三
氏
心
上
う
に
、
己
の

2
B
E吉
田
ご
校
「
船
長
」
と
訳
す
る
と
す
れ
ば
、

( 

ー
) 、

こ
こ
で
の
。
ロ
N
m
w
Z

「
水
夫
の
妻
」
「
荷
主
た
る
商
人
」
が
い
ず
れ
も
陸
上
居
住
者
て
あ
る
に
反
し
て
「
船
長
」
だ
け
が
海
上
乗
組
員
と
な
り
、

一
致
を
欠

〈
。
よ
っ
て
、

と
白
場
合
、
こ
の

2

呂
田
吉
田
、
"
は
、

ど
う
し
て
も
、
陸
上
居
住
者
で
な
く
て
は
た
ら
ぬ
。

つ
一
)
そ
こ
で
、
と
白

a
目
E
Z同
.

ω

こ

の

正

し

い

意

味

如

何

で

あ

る

が

、

に

よ

っ

て

見

る

に

、

J
E
E
E
H
O
B
a
E目
。
自
白
n
v
Eて
"
は

J
z
o
d言
。
白
色
吉
田
O

円

E
P出
回

mEGω
ミ
(
或
る
商
船

ω
所
有
者
)

目
。

F自
己
H
h
M駒内
NFb延町
Q
喜

h
E
u
n
o
p
的
自
由
∞

上
記
詩
勾

と
な
っ
℃

お
り
、

ま
た
、
市
河
一
二
喜
博
士
の
上
記
注
釈
書
二
五
四
ペ
ー
ジ
て
も
、

己
れ
が

J
F
o
。
当
日
目
。
同
呂
田
∞
自
司
n
F
m
E
岳
6
.. 
と

記
官
れ
て
い
る
。

よ
っ
て
、

こ
こ
の
な
同
同
町
田
百
]
日
ミ
は
「
船
長
」
て
は
た
く
て
「
船
舶
所
有
者
」
ま
た
は
「
船
主
L

と
考
え
た
い
。

そ
う
す
れ
ば
、

「
水
夫
の
妻
」
も
「
船
舶
所
有
者
」
も
「
商
人
」
も
す
べ
て
陸
上
属
住
者
と
た
り
、
さ
さ
に
見
た
よ
う
な
不
一
致
を
ま

ぬ
が
れ
る
。

上
記
に
お
い
て
拡
が
こ
の
場
合
に
限
っ
て

a
目
白
且
耳
ω
ョ
を
「
船
長
」
と
訳
す
べ
き
で
た
い
と
結
論

L
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

「

船

長
」
を
現
代
的
意
味
、
す
な
わ
ち
、
船
主
に
雇
傭
せ
ら
れ
船
主
か
ら
俸
給
を
う
け
る
一
方
、
船
に
乗
組
ん
で
海
上
航
行
自
総
指
揮
に
あ

た
る
者
の
意
に
こ
れ
を
解
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
上
記
三
つ
の
翻
訳
書
が
い
ず
れ
も
現
代
読
書
人
を
相
手
に
出
版
さ
れ
た
も
の
な
る
ゆ

え
、
こ
う
し
た
断
定
に
沿
い
て
私
は
間
違
っ
て
い
社
い
つ
も
り
で
あ
る
。

印]凶件。

ω司
-ORO
の
作
品
が
他
に
類
を
絶
し
て
海
事
用
語

(
ω
B
Z口出
ω)
の
使
用
の
豊
富
且
つ
正
確
で
あ
る
と
と
は
既
に
定
評
の
存

HEω
円
。
♂
民

R
E司
自
《
H
Z
2
0
F吉伸

第
八
十
巻

五
七
九

第
五
号



F向
M
W窃
伴
内
W
】司掴

-rHm吋
日
目
。
】

q
mロ
仏

V
向
。
】

q
n
F戸
ロ
片

す
る
と
こ
ろ
、
上
っ
て
、
彼
白
海
事
用
語
は
十
分
に
研
究
に
保
す
る
と
同
時
に
吾
々
海
事
研
究
者
に
あ
づ
て
も
特
に
入
念
た
注
意
む
必

第
八
十
巻

五
八

O

第
五
号

四

要
と
す
る
。

だ
が
、
己
う
し
た
現
代
的
意
味
て
の
「
船
長
」
は
、
実
は
、
よ
う
や
く
近
世
の
比
較
的
大
型
船
に
お
い
て
確
立
し
た
に
す
ぎ
ぬ
ば
か

り
か
、
現
今
に
お
い
て
さ
え
、
す
べ
て

D
場
合
に
通
用
す
る
概
念
ゼ
は
な
い
。
家
族
も
ろ
と
も
船
に
乗
込
ん
て
働
く
一
ば
い
船
主
に
あ

ヮ
亡
は
、
現
今
に
お
い
亡
も
、
船
主
は
同
時
に
船
長
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
船
主
船
長
」

ιい
う
。

森
岡
附
作
の
「
最
後
の
一
」
刊
」
は
徳
川
元
文
期
に
取
材
し
た
小
説
ゼ
あ
る
が
、
そ
の
た
か
て
は
「
居
船
頭
」
し
む
「
沖
船
頭
」
と
が
区
別

さ
れ
て
戸
る
。

「
主
人
太
郎
丘
衛
は
船
乗
と
は
一
ー
っ
て
も
、
日
分
が
舶
に
乗
る
の
で
は
な
い
ω

北
国
運
ひ
の
船
を
持
っ
て
ゐ
て
、
そ
れ
に
新
七
と
云
ふ
男
を
乗
せ
て
、

ゐ

t

f

z

t

v

一う

運
送
D
業
を
営
ん
で
ゐ
る
。
大
阪
で
は
此
よ
郎

J

片
山
浦
の
や
う
な
男
を
居
船
頭
と
云
っ
て
ゐ
士
。
居
船
扇
町
太
郎
兵
話
が
沖
船
頭
の
新
七
を
使
っ
て
ゐ
る

の
で
あ
る
。
」

す
な
わ
ち
、

「
居
船
頭
」
は
船
舶
所
有
者
ま
た
は
船
主
を
意
味
し
、

「
沖
船
頭
」
は
船
長
士
意
味
す
る
が
、
命
名
に
こ
う
し
た
区
別

の
存
ず
る
こ
と
は
、

「
船
頭
」
た
る
-
ワ
の
呼
称
が
時
K
よ
っ
て
船
主
主
、
時
に
よ
ヮ
亡
船
長
を
怠
味
し
て
混
同
主
生
ず
る
恐
れ
白
あ

っ
た
事
実
を
告
げ
る
も

ω
と
し
て
注
目
に
値
す
る
。

「
自
前
船
頭
」
が
船
主
主
意
味
す
る
の
も
、
こ
れ
に
同
じ
。

日
本
語
で
「
軒
胡
」
は
「
船
員
の
頭
目
」
と
い
う
意
味
で
一
応
「
船
長
」
で
あ
る
が
、
必
ず
L
も
「
船
頭
は
「
船
長
」
を
意
味
す
る
去
は
限
ら
な

い
。
「
船
頭
多
く
し
て
船
山
に
の
ぼ
る
」
と
い
う
と
き
の
「
船
頭
」
は
単
な
る
「
船
の
操
縦
岩
」
の
意
で
あ
る
。
い
ま
、
こ
れ
を
日
本
の
漁
船
に
つ
い

て
見
れ
ば
、
(
民
俗
学
畔
典
、
東
京
堂
、
昭
二
六
、
一
五
六
ペ
ー
ジ
)

大
船
頭
船
尾
り
一
方
に
位
置
寸
る
漁
船
の
指
揮
者



脇
船
頭
大
船
頭
の
向
い
側
に
位
置
す
る

表
船
頭
船
首
に
位
置
す
る

二
番
船
頭
表
和
頭
り
向
い
側
に
位
置
す
る

か
く
て
「
船
頭
」
は
船
長
を
ふ
く
む
高
級
船
員
の
通
称
で
あ
る
。

事
実
、
こ
れ
を
ヨ

l
ロ
y

ハ
の
海
法
史
・
海
事
史
に
つ
い
て
見
る
も
同
じ
用
語
が
船
舶
所
有
者
を
も
船
長
を
も
意
味
し
た
場
合
は
相

当
多
く
見
受
け

b
れ
、
用
語
白
相
互
の
区
別
に
入
念
な
注
意
が
必
要
と
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
繰
返
し
い
う
が
、
こ
ろ
し
た
事
例
は
単
に

歴
史
上
の
過
表
の
日
付
の
も
の
と
限

b
校
い
。
た
と
え
ば
現
在
日
本
語
ゼ
「
船
主
」
と
い
う
場
合
に
つ
い
て
見
ょ
。
モ
れ
は
進
航
に
全

然
関
与
し
た
い
貸
船
業
者
の
意
味
忙
も
、
傭
船
運
送
に
応
ず
る
H
わ
ゆ
る
オ
ウ
ナ
ア
(
包
己

2
2
3口
町
円
)
の
意
味
に
も
、
更
に
ひ

ろ
〈
一
般
に
旅
客
・
荷
主
D
託
送
に
直
接
応
ず
る
公
衆
運
送
人

(
n
o
E
E
O回
目
司
ぽ
ろ

の
意
味
に
も
使
用
せ

b
れ
、
業
界
人
自
身

し
ば
し
ば
混
同
士
生
じ
甚
だ
し
い
不
便
忙
な
や
ま
さ
札
て
い
る
。
己
れ
が
現
実
て
あ
る
。
上
記
忠
吉
」
吉
弘
臼

RHFO

目
E
Z自
民
呂
田
∞
昌
司
岳
山
口
て
、
と
言
う
と
き
の
E

田
川
百
円
間

ω=
が
「
船
舶
所
有
者
」
ま
た
は
「
船
主
」
と
訳
さ
る
べ
き
と
こ
ろ
を

し
た
が
ヲ
て
、

「
船
長
」
と
訳
さ
れ
た
と
し
て
も
極
く
あ
り
ふ
れ
た
過
誤
と
考
え

b
れ
ぬ
で
も
な
い
。

L
か
し
、
海
上
貿
易
運
送
当
事
者
の
機
能
に
ゐ

け
る
未
分
化
か
ら
分
化
へ
の
発
展
過
程
は
単
K
海
事
史
研
究
白
み
も
仙
ら
ず
現
代
海
運
業
経
営
形
態
の
研
究
に
と
っ
て
も
重
要
に
し
て
欠

〈
己
と
を
得
な
い
課
題
ぞ
あ
る
。
上
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
主
と
し
て
用
語
例
に
焦
点
を
あ
て
て
こ
白
方
面
に
関
す
る
私
の
考
察
の
一
端

を
記
す
こ
と
に
し
た
。

な
お
、
上
記
引
用
心
的
『
品
。
弓

E
Z
-
忠
君

iyM悼
の
な
か
で
共
通
の
悲
歎
・
不
運
に
遭
う
者
と
し
て

世
田
百
円
自
己

2
J
d宮内
0
・

目。円。『

S
H
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
が
、

E
E
Z
p
a
E
E
F
自
司
岳
山
口
同
も
、
も
と
海
上
貿
易
運
送
ゼ
は
、
大
た
り
小
な
り
未
分
化
で
あ

っ
て
そ
の
間
に
区
別
を
つ
け
が
た
く
、
も
と
し
ば
し
ば
一
人
ま
た
は
一
体
三
つ
の
組
合
)
て
も
っ
て
機
能
し
て
い
た
の
一
が
、
時
の
経

γ
向
田
宮
p
p角川口
5
0門
告
白
冨
日
n
E己

第
八
十
巻

円
ノl

第
五
号

五



呂
田
宮
♂

Z
R
H
R
E
A
H
Z
o目
E
E

第
八
十
巻

五
ノ又

第
五
号

プミ

過
と
L
r
一
も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
分
化
持
た
ど
っ
て
現
在
に
島
工
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、

自
由
円
買
を
王
と
し
て
考
察
す
る
本
稿
に
あ
っ
て

も
、
当
然
氏
、
仰
の
当
事
者

ω
E
E
H
b
よ

び

自

司

各

自
H
に
も
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
よ
っ
て
、
と
乙
て
は
、
上
記
吋
室
町
立
の

(

2

)

(

3

)

 

詩
句
に
ち
た
ん
ぞ
、

E
E
H
q
と
(
田
口
日
に
代
っ
て
)
目
R

E司
と

目

司

nHM宮
iH
と
を
と
り
あ
げ
、
こ
れ

b
三
者
白
分
化
過
程
を

主
と
し
て
用
語
例
の
う
え
か

b
、
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

ω
回目納骨呂田
vonHO
の
作
品
が
海
事
用
語
の
使
用
に
お
い
て
全
く
驚
聴
に
値
す
る
ほ

r
に
豊
富
且
つ
正
確
で
あ
っ
て
、
そ
の
海
事
へ
の
精
通
さ
か
ら

見
て
も
彼
が
T
だ
び
と
で
な
か
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
日
E
H州
guomH10
の
作
品
が
海
事
方
面
に
不
慣
れ
な
人
々
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
誤
り
て
解
さ
れ

る
こ
と
に
つ
い
て
は
、

4EP--wd『・凹
-
M
E君
主
E
喜
ば
伺
呂
討
ヨ
切
同
U4Ha自
主
開
口
m
Z
F
H自
己
を
参
照
。
た
だ
し
、
拡
が
本
航
で
1r
り
あ

げ
た
国
き
官
民
の
詩
句
の
自
由
百
円
お
よ
び
目
白
nFP巳
に
つ
い
て
は
唱
『
凶
ロ
は
全
然
ふ
れ
て
い
な
い
。

州
凶
日
耳
目
。
吋
か
ら

m
E
E同
へ
の
過
程
に
つ
い
て
は
後
段
参
照
。

同
問
中
世
フ
ラ
ン
ス
の
海
事
法
と
し
て
有
名
な
「
オ
レ
ロ

γ
海
法
」
(
同
o
o
Z
巴
己
防
〕
司
o
f
同
己
官
。
同

D
E
1
0ロ
)
の
表
題
に
日
く
、

E
F
E
Z慣
百
円
。
〕
r
p白
目
、
叶

Hilg
芦
芭
印
叶
同
国
出
口
何
回

Z
P
4
H同
開
印
開
寸
ぜ
区
間
口
出
』
司
印
刷
叶
〉
閏
F1門
同
開
印
胃
h
E
Z回
目
印
ロ
O
E

P
白
日
Z
C
Z回
目
出
口

2
4開
目
、
吋
出
回
日
H回
開
斗
白
OHH4何回
Z
開閉

]Ulh同
FHW
】
口
日
開
冨
阿
君
、
叶
口
開
門
』
冨
何
回
開
寸
同
D
口
F
戸
開
口
O
「
』
同
国
O
Z

「
船
長
、
商
人
そ
の
他
海
上
の
仲
間
が
海
上
の
判
断
お
よ
び
オ
レ
ロ

γ
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
行
動
処
理
す
べ
き
規
準
」

こ
こ
で
、

E
B
E
a
E
ω
こ
は
「
船
長
」
、
氏
自
月
orn日
ョ
は
「
商
人
(
荷
主
〕
」
、

R
E
-可
宮
田
町
田
島
田

2
自
日
出
品
目
目
遣
は
「
船
員
」

を
意
味
し
て
お
り
、
船
長
、
船
員
、
商
人
(
貨
物
上
乗
人
)
そ
の
他
船
内
に
あ
る
者
す
べ
て
は
、
乙
の
当
時
、

ncE]VNE}呂
田
(
仲
間
、
英
語
の

の
。
目
宮
目
。
ロ
ω)
と
呼
ば
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、

a
目。
5
0己

H
O
m
E
E
a
H
O
P
E耳
目
呂
田

E

E
司
n
F
E
g
-
-
(も
し
船
長
、
船
員
、

商
人
が
と
も
に
死
亡
し
た
る
と
き
は
)
と
、
こ
れ
ら
三
者
は
時
折
り
速
記
さ
れ
る
。
同
。
。
-
F
口
O
E
-
-
o
p
剛
日
叶
を
告
照
。

( 

ー
) 

写才

r 

海

法

ロ
ー
ド
島
を
中
心
に
展
開
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
海
上
商
業
に
つ
い
て
規
定
し
た
ロ

l
ド
海
法
て
は
塊
在
の
吾
々
が
典
型
的
形
態
に



沿
い
て
概
念
ナ
る
上
う
な
機
能
の
分
化
し
た
船
長
を
見
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
。
と
こ
で
海
上
運
送
の
主
役
者
演
ず
る
白
は

E
2
Sー

可
。
什
(
ロ
E
E
O叶
E
)
と
ピ

Q
U
Z内
(
自
己
gH)
と
で
あ
っ
て
、

大
体
に
お
い
て
、
前
者
は
船
舶
所
有
者
ま
た
は
船
長
、
後
者
は
船
員
に

相
当
す
る
。
し
か
し

E
C巴
O
H
E
は
し
ば
し
ば
同
一
人
て
も
っ
て
商
人
・
船
主
・
船
長
を
策
ね
作
。
当
時
は
ま
た
、
非
干
名
が
一
つ

の
組
合
を
組
織
し
て
貿
易
運
送
に
あ
た
っ
た
関
係
上
、
ロ
E
E
2
0
ω
は
自
b
舶
に
乗
っ
て
航
海
の
指
揮
に
あ
売
る
と
同
時
に
貿
易
・
船

舶
に
対
し
て
持
分
を
所
有
す
る
企
業
者
で
も
あ
っ
た
。
船
内
任
務
て
は
明
き
ら
か
に
ロ
E
昨日∞呂

ω
白
下
位
げ
い
あ
っ
た
ロ
E
H
E
に
あ
っ

て
も
、
そ
れ
は
単
振
る
船
員
と
し
て
あ
る
よ
む
も
船
員
て
あ
る
と
同
時
に
彼
の
従
事
す
る
貿
易
運
送
に
対
す
る
持
分
所
有
者
ず
一
あ
っ
た
。

船
内
労
役
の
多
く
を
奴
隷
に
依
存
し
て
い
た
当
時
、
自
由
人
と
し
て
の

E
E包
が
単
た
る
船
内
労
役
に
従
事
ナ
る
必
要
は
甚
だ
少
な

か
っ
た
と
見
て
よ
い
。

ロ
ー
ド
海
法
に
よ
る
と
き
、

相
互
に
区
別
さ
れ
る
存
在
て
あ
づ
た
c

ロ
mw回昨日。吋。
ω

と
ロ
山
口
HmM
と
は
一
つ
白
団
体
主
構
成
し
て
い
た
が
、

船
K
あ
ち
て
航
海
の
指
揮
に
あ
た
っ
た

E
Z
E司
自
は
投
荷
を

L
K
う
と
す
る
場
合
は
乗
客

両
者
は
機
能
の
う
え
で
一
応
は

に
相
談
を
し
ι
尽
く
て
は
ψ

な
ら
な
か
っ
た
。

小
が
吉
て
高
価
な
品
物
は

E-crzgω
が
預
っ
た
。
船
が
水
漏
わ
す
る
と
き
貨
物
を
他
船

ぜに
取積
計 替
つえ

士と る
(f) 

等 は
，.~ 

~~2:回)ω 
Z 
Vず
(p 
吋

冒

の
責
任
て
あ
っ
介
。

舶
の
一
屈
入
に
関
す
る
す
べ
℃
の
問
魁
は
ロ
E
r
z
g
m
と
ぬ
自
]
U
2
3
と
の
間

こ
う
し
た
点
を
見
る
と

ロ山口計]ゆ刊。
ω

は
現
今
白
船
長
に
近
い
存
在
白
よ
う
て
あ
る
が
、

D
E
E
H
ま
汗
は

ロ凶ロ昨日。]呂円

(
間
蝉

ww
附
刊
門
院
帥
)
白
或
る
者
が
当
直
中
に
居
眠
り
し
て
船
主
喪
失
し
た
場
合
商
人
に
対
す
る
賠
償
白
責
任
士
課
せ
ら

(
2
)
 

れ
て
い
る
条
文
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
Eogω
は
当
直
の
任
務
を
有
す
る
点
て
現
今
の
高
級
船
員
の
地
位
に
あ
っ
た
正
も
解
せ
ら
一
れ
る
。

中
世
と
同
じ
よ
う
に
、
船
は
幾
人
に
も
分
割
し
て
所
有
せ
ら
れ
、
そ
し
て
、
と
れ
ら
の
人
々
が
い
ず
れ
も
海
上
貿
易
に
関
係
を
有
し
、

モ
白
或
る
者
が
ロ
EEmwBω
、
或
る
者
が

E
S
E
?と
し
て
乗
船
し
た
。
む
し
ろ
、
持
分
の
割
当
を
条
件
に
ま

E
m目見
2
3
て
自
民
，

冨
自
Z
F
巴
E
5
2
宮
内
同
宮
日
仏
】
百
件

第
八
十
巻

五
)¥ 

第
五
号

七



冨
田
君

F
E
R
E
R
E且
昌
司
各
自
白

第
八
十
巻

五
八
四

第
五
号

ノ1

C
H
は
航
海
に
参
加
し
行
。
し
た
が
っ
て
、
大
抵
の
場
介
、
田
島
ぽ
吋
om
も

E
E巳
も
航
海
利
益
に
対
し
持
分
を
有
し
て
い
た
。
し

か
し
、
自
己
区
司
自
の
持
分
が
ロ

E
E
-
の
そ
れ
よ
れ

J

も
大
き
か
っ
た
己
と
は
投
荷
に
対
す
る
彼
等
の
分
担
額
の
相
違
忙
よ
っ
て
も
明

(
3
)
 

白
ゼ
あ
る
。

し
か
し
、
共
有
(
持
分
)
制
だ
け
が
ギ
H
v
f
時
代
の
船
舶
貿
易
企
業
の
す
べ
て
の
在
り
方
ゼ
牡
〈
、
個
人
が
他
か
ら
資
金
を
借

p

て
船
舶
ま
た
は
商
品
を
手
に
入
れ
自
ら
航
海
し
運
送
し
て
隔
地
問
の
商
業
に
従
事
す
る
場
合
も
あ
っ
た
。
己
う
じ
た
場
合
口

E
E
2
B

は
船
舶
所
有
者
(
船
主
)
て
あ
る
と
同
時
に
船
長
で
あ
り
且
つ
商
人
で
も
あ
っ
た
。
ギ
リ
シ
干
時
代
は
こ
れ
が
商
人
目
典
型
で
あ
っ
て

〔

4
)

E
E
E耳
目
は
自
己
所
有
の
船
舶
に
乗
り
、
商
人
な

b
び
に
船
長
あ
る
い
は
舵
手
白
職
能
を
一
身
K
引
受
け
て
溶
か
ら
港
へ
航
行
し
た
。

た
治
、
こ
う
し
た
ロ

E
E司
E
と
な
ら
ん
で
他
人
の
船
す
な
わ
ち

EEEOBω

の
船
K
同
乗
し
て
自
分
の
商
品
を
運
搬
販
売
す
る
商

(
5〕

ギ
phy
ヤ
時
代
忙
は
自
分
白
船
を
も
た
な
い
商
人
は
む
し
ろ
特
殊
の
事
象
と
み
b
れ
た

G

人
と
し
て
の

O
B旬。
Eω
も
存
在
し
た
が
、

「
船
主
で
あ
る
と
同
時
に
船
顕
で
あ
る
℃
自
己
主
4
E
q

は
歩
〈
と
も
紀
元
四
世
紀
前
に
は
他
人
の
船
に
乗
っ
て
自
分
の
貨
物
を
運
搬
し

(
6
)
 

た
商
人
と
し
て
の
を
も
S-1h什
よ
り
も
よ
り
一
般
的
で
あ
っ
た
。
ア
リ
見
ト
ア
レ
ス
は
こ
白
二
つ
を
注
意
ぷ
か
く
区
別
し
た
。
」

生時
じ D
て経
圭過
たすに
己v つ

れ
て

か
く
し
て
、
ギ
リ
シ
ャ
時
代
は
船
主
と
船
長
と
商
人
と
の
問
に
必
ず
し
も
常
に
劃
然
た
る
区
別
が
あ
っ
た
わ
け
て
な
い
が
、
し
か
し
、

と
舵
手

(
E
t
o
E
Z
F
]
V呂
田
け
自
)
と
の
聞
に
分
業
が

「
荷
物
を
自
ら
携
帯
す
る
商
人
と
船
長

2
5
3
6

ω例
制
九
阿
佐
吉
田
o
p
J司

ugG
同
古
代
官
室
h
w
Q
N
Lぬ

S

D
弘
司
F
H申

己

申

3
・
5ωHω
日

同
刷
時
と
し
て
船
長
は
船
員
を

a
。ロ

mFRom-凶
で
、
す
な
わ
ち
航
梅
企
業
参
加
者
の
一
人
と
し
て
雇
入
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
、
船
主
は
幾
ら
の

持
分
を
と
り
船
員
は
規
ら
の
品
分
を
と
る
と
契
約
書
に
書
く
。
凹
巳
N
E
E
-
F
吋

同

3h目g
v
u寸
話
骨
宮
町
宮
出
向
一
民
民
芯
』
h
p
C
M
r
E・】目白・

唱
]u
・出
ω

∞l
N
ω

田・



ω
出
自
$
2
。
島
附
.
】

~ωU出町官QEぬ且町喜弘同富弘骨注匂L』ご向宮送ぬ札匙目白$』な宮尽E酒目守、

一
人
、
一
七

O
べ

l
ジ
内

岡

田

E
Oげ
目
。
昨
日
印

E
P

原
、
市
川
(
訳
μ

六

七

へ

l

ジ。

仙
川

N
H
E
E
2
P
K
F
・
3
w
崎
町
諸
島
町
。
語
迫
害
N
b
E
N
岳
町
吾
川
叫
2
2
h
h
E
E
S
N
2
5
3」
司
す
口
2
E
4
ι
身
宮
内
E
-
A
H
p
o
p
C
M
内
向
。
片
山

L
申
立
・
甘
叫
N
N

M
W

回
B
o
r
H
O
O
F
F
百
回
、
市
川
(
訳
〕
一
七

0
ペ
ー
ジ
。

原
、
市
川
(
訳
)
都
市
国
家
と
佳
済
、
昭

( 

ー) 

τ2 

町ず

海

法

「
ロ
ー
マ
帝
国
時
代
の
文
献
陀
主
れ
ば
、
そ
己
に
は
、
非
常
に
発
展
し
た
船
主
業
を
見
出
し
、
ま
た
、
海
運
業
に
参
加
す
る
諸
当
事

者
の
聞
に
は
っ
き
り
区
別
の
存
し
た
こ
と
を
知
る
。

O
H
2
n昨
日
(
船
主
)
は
原
則
と
し
亡
船
舶
所
有
者
で
あ
っ
て
、

目
立
の
R
O円
(
商

人
、
荷
主
)
か
ら
も

2
n
g
H
(乗
客
、
旅
客
)
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
と
向
時
に
ロ
m
E
仲
間
(
乗
組
員
‘
船
員
〕
か
ら
も
区
別
古
れ
て
立

つ
存
在
ぜ
あ
る
。
乗
組
員
の
う
ち
に
は
白
山
田
町
宮
吋
ロ
自
由
ω
(船
長
)
の
ほ
か
種
々
の
部
署
に
分
け
て
配
置
吉
れ
る
船
員
が
区
別
吉
れ

る
。
た
だ
し
、
船
主
が
同
時
に
船
長
で
あ
り
船
員
が
同
時
に
積
荷
関
係
者
で
あ
っ
た
以
前
白
痕
跡
名
裁
が
全
然
消
失
し
て
い
る
わ
け
で

た
い
。
」

か
く
概
観
さ
れ
る
よ
う
に
、
戸

l
マ
時
代
の
海
運
経
営
は
現
代
の
吾
々
の
も
つ
矛
れ
に
可
成
り
近
い
形
態
?
と
り
当
時
と
し
て
は
著

し
〈
資
本
家
的
社
色
彩
を
も
っ
て
い
た
。

L
J
F
が
っ
て
、
こ
れ
に
つ
づ
く
中
世
の
組
合
形
態
に
よ
る
海
運
経
営
は
言
わ
ば
大
空
な
逆
行

で
さ
え
あ
っ
た
。

「
五
日
々
の
国
民
経
済
的
考
察
つ
れ
て
海
法
史
的
考
察
の
出
発
点
は
古
代
わ
け
て
も
ロ

l
T
法
に
は
求
め
ら
れ
な
い
。

(
2
)
 

と
れ
は
従
来
の
諸
説
に
対
立
す
る
見
解
ぜ
あ
る
。
」

ロ
ー
マ
時
代
に
相
当
高
度
の
発
達
を

中
世
に
と
れ
を
求
め
左
く

τは
な
ら
な
い
。

見
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
置
き
去
り
に
さ
れ
中
絶
さ
れ
て
後
の
中
世
に
な
る
と
却
っ
て
原
初
的
た
形
態
に
逆
行
を
た
Y
一
る
順
に
た
る
ゆ
え

冨
臣
官
♂

Z
mロロ
R
E
b
v
h
向
。
F
E件

第
八
十
巻

五
八
五

第
五
号

九



呂
田
門
2
・
宮
司
巨
耳
目
且
恒
常
目
宮
山
門

第
八
十
巻

有
八
六

第
五
号

。

に
、
皮
肉
に
も
、
よ
り
原
J

初
的
な
中
世
海
還
が
国
民
経
済
的
考
察
に
と
っ
て
の
出
発
点
に
な
る
の
ぞ
あ
る
。

ロ
!
?
白
海
運
は
そ
れ
ほ

ど
に
ま
で
資
本
家
的
発
達
を
見
せ
て
お

P
、
傭
船
経
営
に
お
加
て
乗
組
員
白
雇
備
に
お
H
て
現
代
田
そ
れ
ら

r近
悼
も
白
が
展
開
さ
れ

て
い
た
。

豊
富
な
知
識
を
有
す
る
人
々
〔
由
。
言
百
円
を
指
す
、
佐
波
〕
に
、

「
船
舶
所
有
者
の
可
成
り
多
数
は
、
純
粋
且
つ
単
純
な
資
本
家
で
あ
っ
て
、
自
ら
は
自
分
の
船
伯
の
管
理
に
関
与
せ
ず
、
こ
れ
を
運
航
に
つ
い
て
よ
り

一
定
の
期
闘
を
限
り
、
ま
た
は

ρ
当
該
船
舶
の
全
生
涯
に
わ
た
っ
て
貸
与
し
た
。

こ
う
し
た
契
約
に
よ
っ
て
期
間
傭
船
し
た
墳
は
、
出
分
の
欲
す
る
が
ま
ま
に
船
舶
を
債
投
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
た
運
賃
は
全
部
自
分
の
利
話
と
し
て

収
得
す
る
こ
と
が
出
来
た
。
船
舶
の
原
所
有
岩
に
対
し
て
彼
の
負
う
義
務
は
た
だ
約
告
の
傭
船
料
を
支
払
う
こ
と
光
け
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
傭
船

若
は
、
法
律
上
当
該
船
耐
の
所
有
者
と
し
て
取
扱
わ
れ
船
舶
企
業
法
人
に
参
加
す
る
資
格
の
あ
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
た
。

他
方
で
は
、
自
分
の
船
舶
を
自
分
の
計
算
で
運
航
す
る
船
舶
所
有
者
も
存
在
し
た
。
か
よ
う
な
人
た
ち
の
多
く
は
商
人
で
あ
っ
て
、
自
分
の
商
品

を
自
分
の
船
舶
に
積
載
し
た
。
し
か
し
、
法
律
上
に
お
け
る
と
同
様
に
事
実
に
お
い
て
も
、
船
舶
所
有
者
と
、
積
荷
所
有
者
と
は
別
個
の
人
格
と
し

一
隻
の
船
舶
に
一
名
の
幹
部
職
員
を
任
命
し
阻
乗
さ
せ
た
。

て
区
別
す
る
の
が
一
層
普
泊
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
船
舶
所
有
者
は
、
通
常
は
、

岡
田

rzszHす
な
わ
ち
航
海
船
長
で
あ
っ
て
、
航
海
上
の
責
任
を
負
う
た
。
も
う
一
人
は
日
島
民
2
す
な
わ
ち
業
務
担
当
者
で
あ
っ
て
、
貨
物
ま

た
は
旅
客
に
つ
い
て
運
送
契
約
を
締
結
し
、
貨
物
運
賃
旅
客
運
賃
を
収
得
し
、
船
舶
の
修
理
主
索
具
の
調
達
と
に
任
じ
、
且
守
備
船
長
約
を
と
り
決

め
な
い
場
合
に
は
、
船
舶
所
有
者
の
計
算
に
お
い
て
貨
物
の
購
入
・
販
売
に
あ
た
る
の
が
そ
の
職
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
自
ら
業
務
担
当
者
の
役
割

を
兼
ね
て
い
た
船
舶
所
有
者
も
存
在
し
、
よ
り
稀
で
あ
っ
た
が
、
自
身
が
船
長
で
あ
る
船
舶
所
有
者
も
存
在
し
た
。
一
隻
の
船
舶
が
数
名
の
仲
間
に
よ

っ
て
共
有
さ
れ
る
場
合
に
は
、
仲
間
の
う
ち
一
名
が
管
理
船
主
に
え
ら
ば
れ
る
習
慣
が
あ
っ
て
、
こ
の
管
理
船
主
は
自
ら

E
Z
E日
と

L
て
行
動
す

る
場
合
と
他
の
岩
を
当
該
企
業
の
代
表
と
し
て
震
う
場
合
と
が
あ
っ
た
。
船
舶
所
有
岩
が
自
分
の
奴
隷
を
配
乗
せ
し
め
る
場
合
を
除
い
て
、
船
員
士
b

一
告
の
賃
銀
を
支
給
せ
ら
れ
た
。
中
世
に
し
ば
し
ば
J

打
わ
れ
た
よ
う
に
船
員
が
冒
険
企
業
の
参
加
者
に
な
る
こ

人
口:

は
、
現
今
に
お
け
る
と
同
じ
よ
う
に
、



(
3
)
 

と
は
な
か
っ
た
。
」

己
己
亡
、

OM内
2
2門
司
は
、

ロ
ー
マ
時
代
、
海
道
経
営
の
第
一
線
に
情
躍
し
た
船
主
で
あ
っ
て
、

ロ
マ
法
の
或
る
況
定
に
よ
れ
ば
、

「
2
2
2吉
吋
と
は
船
お
よ
び
航
海
に
関
す
る
諸
事
に
専
念
す
る
者
、
或
い
は
主
宰
者
あ
る
い
は
主
宰
者
陀
対
し
船
を
一
般
に
操
縦
す

る
者
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
船
舶
所
有
者
た
る
己
と
を
原
則
と
す
る
が
、
単
な
る
船
舶
所
有
者
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
名
白
一
市
す

よ
う
に
運
航
者
、
運
航
船
主
て
あ
哲
つ
ま
り
、
再
フ
ラ

Y

ス
て
の
民
自
号
号
、
現
代

F
イ
?
で
白

5
2、

現
代
イ
ギ
リ

ス
・
日
本
て
む

ω宮
司

8
0
E宮
司
ま
た
は
単
に
呂
耳
目
。
叫
に
相
当
す
る
。

「
ロ
↑
マ
法
で
の
⑦
盟
百
昌
司
は
、
船
舶
所
有
者
を
意
味
す
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
他
の
船
舶
所
有
者
か
ら
船
舶
を
起
用
す
る
岩
を
意
味
す
る
場
合
も
あ

る
。
こ
の
船
舶
借
周
期
閣
は
一
時
的
な
場
合
も
あ
れ
ば
長
期
的
な
場
合
も
あ
る
の
だ
が
、
ロ
ー
マ
法
で
の
日
0
1
5円
は
自
分
。
荷
物
の
運
送
の
た
め

に
船
を
借
り
る
単
な
る
商
人
と
は
ち
が
う
。
単
な
る
商
人
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
運
賃
を
払
う
が
、
日

20HHZ
は
商
人
の
荷
物
を
運
送
す
る
場
合

は
商
人
か
ら
運
賃
を
受
取
り
、
船
舶
所
有
者
に
は
運
賃
で
は
な
く
船
の
借
賃
を
支
払
う
。
」
「
日
司
自
宮
司
は
乗
組
員
と
し
て
の
士
宮
な
か
ん
づ
く
船
長

〔

6
)

(Hmm山
正
⑦
吋
〉
を
一
一
雇
う
。
し
か
し
、

oMORHE円
が
自
問
問
MmZH
を
兼
ね
る
場
合
も
あ
る
。
な
お
、
こ
の
自
白
岡
宮
司
は
数
名
お
る
こ
、
と
が
あ
る
。
」

(
7
)
 

と
は
す
べ
て
の
紛
の
世
話
を
委
任
さ
れ
た
者
」
て
あ
っ

と
れ
に
対
し
て
、

R
M
m四
回
ω
H
O
]「

は
ロ
マ
法
規
に
よ
れ
ば
、

「回一戸
mw
四百円。吋

て
英
語
目
g
Z
H
(船
長
)
は
と
白
ラ
テ
ン
語

目
白
岡
田
宮
】
寸

に
由
来
し
、

以
来
、
問
。
。
=
。
ロ

o
E
1
E
治
よ
び

円。
ω

円
昌
吉
田
自

句
。

-20ロ
の
目
白
ω可
♂
自
由
肯
ω
さ
ら
に
凹
E
n
r
目
。
。
悶
え
』
庁

E
吋
包
与
の

E
S
E
O吋
を
経
て
現
今
の

円
日
百
円
(
船
長
)
に

至
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
ロ
I

T

時
代
の
自
呂
田
片
足
は
、
叙
上
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
現
今
日
自
由
昨
日
よ
り
も
キ
h
T
広
汎
な
職

務
を
委
古
ら
れ
て
P

た
よ
う
で
あ
っ
て
、
現
今
の
臣
官
官
吋

に
近
い
有
在
と
し
て
は
他
に

B
E
E
-
mロロ
ω
ま
た
は

E5-02ω
が

あ
っ
た
。
己
れ
は
用
語
と
し
て
は
既
述
ギ
リ
シ
ャ
む
ロ

E
E
q
B
を
釆
は
る
も
の
で
あ
っ
て
、

ロ
マ
時
代
山
口

m-52E口
5
ま
た

冨
冒
宮
門
司
宮
R
E司
白
血
F
向。円。

E
旦

第
八
寸
巻

五
八
七

第
五
円
勺



呂
田
宮
P
Z
R
一E
H
E門

戸

Z
O
R
E己

第
八
十
巻

五
八
八

第
五
号

時
と
し
て
船
舶
所
有
者
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
む
し
ろ
、
白
川
拓
国
門
司
ま
た
は
自
旦
間
百
円
耳
目
〈
出
に
準
ず

(
8
)
 

る
者
と
し
て
、
航
海
を
司
掌
ず
る
高
級
船
員
に
所
属
し
た

G

こ
の
こ
と
は
後
心
ア
マ
ル
フ
ィ
海
法
て

E
n
Z
E
ω

が
「
航
海
船
長
」

(
E
E月
四
日
富
神
宮
〉
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
推
察
可
能
で
あ
る
。
な
治
、
上
一
記
引
用
文
k
b
け
る
間
口
『
0
3
2司
も
「
航
海
船
長
」

(mE-5四a
自
ω
2
2
1
1
1口
・
開
・
『
mq-oに
工
る
)
と
解
さ
れ
る
が
、
己
れ
は
ギ
リ
シ
ャ
時
代
の
既
出

-
E『
0
2
0官
ω
(原
意
は
舵
子
、

弘
司
口
日
ロ
)
を
承
け
て
、
も
っ
ば
b
、
航
行
中
の
船
舶
操
従
に
任
ず
る
高
級
船
員
て
あ
る
。
現
代
英
語
四
0
4
0
E
(支
配
す
る
、
管
理

す
る
)
、
四
odmw吉
田
。
旦
(
政
府
)
仕

EE4v-mwヒ
ま
た
は
間
口
『
日

E
日

か

b
来
た
。

ロ
ー
マ
時
代
の
目
白
E
Z同
(
商
人
、
荷
主
)
、
ロ
E
E
(船
員
)
に
つ
い
て
は
、
ほ
ぼ
現
今
の
そ
れ
ら
に
準
じ
て
解
す
ベ
く
、
特
に

は

E
R
一2
5
は、

説
明
を
要
し
な
hv
で
あ
ろ
う
。

ω
E
j
h
u唱。ロ
V仰
い
昌
}
冨
'
-
口
芯
官

R
E忌
岳
町
吉
岡
王
室
忌
宮
草
川
島
E
h
2
E
g骨
一
旬
雲
氏
昌

S
E
同

R
F円
旬
、
印
〈
戸
口

HHFF2冒
H
P
E
S
-
m凹
-
5叶
IHS-

ω

当
品
回
。
口
同
・
回
目
白
E
o
V
且

mm
印
020岳
F
同
日
古
川
回
ωDF
円。唱
N
H
F
g
Z
印・『・

ωHWMW10・
口
円
・
』
望
。
江
田
正
司
、
。
h
N宮
司
主
主

hpN3弓
h
p岳
民
、
子

H
K
E
E
P
H由
包

-
E・
問
中
目
。
・
佐
々
木
誠
治
(
訳
〕
四
六
|

九
四
七
ペ
ー
ジ
。

倒

的

思

己
E
E
F

】
e

戸
口
。
己
主
5
e
h号
民
司
瞬
時
号
制
2
・
宮
目
。

H.、
2
5
L
m
N
F
司戸田臼・

同
こ
こ
で
食
品
目
。
目
昨
日
こ
は
「
執
行
者
」
、

J
M
0
2
2
0
遣
は
「
執
行
す
る
、
管
理
す
る
L

が
原
意
。

ω
k
g
F
E一日司
E

国
吉
弘
N
E
臼
2
E
F
匂

-
E
H

m
h
u
r
r
E目
。
吋
同
E
P富
山
S

F

Q
注目
U
-
G『・

ハ
四
)

ア

7

Y
ア

ィ

表



第
一
十
字
軍
の
こ
ろ
イ

F
リ

l
u
都
市
国
家
ア
マ
ル
フ
ィ
て
編
集
さ
れ
た

Fmw
叶
阿
佐
己
o
e
h戸自
mwHE(ア
マ
ル

7
ィ
表
)
て
は
、

船
舶
持
分
所
有
者
(
任
。
宮
ュ
ー
。
司
ロ
司
え

mmFH唱
)
士
]υ

旦
SEω
常

B
E
E、
船
舶
持
分
所
有
者
の
う
ち
の
航
海
温
当
者
(
日

ω

E
四百四

04司
5
3
を
日

UE2Eω
、
時
と
し
て
船
舶
持
分
を
所
有
す
る
が
航
海
に
従
事
し
船
舶
指
揮
に
あ
た
る
船
長
(
自
己
呂
田
自
国
与

を
ロ
日
庁
Eω
、
船
員
(
自
白
目
白
一

E
g
f
ω
E
E自
)
を

E
R
E
R
ま
た
は

E
ロ
冒
と
呼
ん
だ
。

上
一
回
は
主
と
し
て
斗
ヨ

E
4
u
田
宮
内
帝
国

E耐
久
』
忌
芸
高
号
、

2
F
H
J
J
H田
昌
-
に
依
っ
た
が
、

E]umHSEmこ
の
用
語
に
つ
い
て
は
田
宮
島

国
EF
ミ
』
n

宮
町
、
見
守
も
必
ず
し
も
統
一
し
て
い
な
い
。

R
Z可
E
5
3
は
円
回
目

EHQ
品
。
』
逮
巴
」
P
で
多
く
の
場
合

R
P
O
E
m
E
E口
問
。
項
目
円
=

で
あ
る
が
、
お
国

lH「
可
回
出
足
・
注
入

B
E
g
-
E
O
R・
で
は

R自
由
冒
べ
、
と
訳
さ
れ
て
い
る
。
私
は
こ
れ
を
誤
訳
と
は
考
え
な
い
。
管
理

船
主
(
自
巴
話
回
目
晶
O
話
回
日
)
の
職
能
が
航
海
船
長
官
官
民
ロ
岡
田
宮
宮
崎
)
の
そ
れ
に
近
く
、
両
者
が
実
際
に
同
じ
一
つ
の
言
葉

J
u耳
目

E
ペ
‘
と
呼

ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
、
私
は
見
る

己
と
て
の
特
徴
は
貿
易
航
海
が
一
つ
の
組
合
企
莱
と
し
て
計
い
わ
れ
、
貿
易
資
金
と
と
も
に
、
船
舶
が
持
分
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
た
こ

と

κあ
る
。
ア
マ
ル
フ
ィ
表
て
「
持
分
船
主
」
を
]
出
可

E
5
e
E
E
C
ω
と
い
う
場
合
、

B
E
Z
は
現
今
の
吾
、
々
が
宝
石
'
純
金

の
衡
量
単
位
と
し
て
用
い
る
カ
ラ
ッ
ト
に
通
じ
、
ア
マ
ル
フ
ィ
表
て
は
「
百
分
白
ご
主
意
味
す
る
山

1
一4
の
倍
数
を
も
っ
て
船
舶
持

分
を
さ
だ
め
た
普
通
の
仕
方
に
対
し
て
ア
マ
ル
フ
ィ
に
見

b
れ
る
一
つ
の
特
徴
て
あ
る
。

「
戒
る
航
海
官
官
告
吉
国
〉
が
企
図
せ
ら
れ
船
舶
が
飾
海
の
士
め
に
委
任

(
R
2日
E
E目
)
を
受
け
る
や
否
や
、
船
舶
と
委
任
の
形
を
と
っ
て

投
下
さ
れ
た
資
金
と
を
一
体
と
し
て
の
一
万
本
た
ら
し
め
、
船
附
加
を
し
て
資
金
に
対
L
、
資
金
を
し
て
粉
畑
に
対
し
相
互
に
責
任
を
も
た
し
め
よ
。
」
(
第

六
条
)「

船
舶
持
分
所
有
者
た
ち
が
誰
か
或
る
者
を
彼
等
司
船
舶
の
拠
冊
管
理
船
主
に
指
名
し
取
決
め
る
や
否
や
、
か
く
し
て
任
命
さ
れ
た
管
理
船
主
は
自

分
の
適
当
と
お
も
う
者
な
ら
ば
誰
か
ら
で
も
よ
い
、
委
任
(
m
o
g
日
m
w
p
b
ロ
E
)
を
受
け
て
よ
ろ
し
い
。
」

(
第
七
条
)

宮
mwaopznロ
ロ
司
自
白
冨

0
2
Z
E

第
八
十
巻

五
八
九

第
五
号



冨
自
門
2
・
民
向
山
宮
司
自
白
冨
2nv目
H

加
入
十
巻

主
九
。

第
五
号

回

こ
己
て
私
が

P
]
U
E
B
P
E
w
w
を
「
管
理
船
主
」
と
訳
し
た
り
は
回
目

R
F
旬
。
。
担
。
¥
』
包
豆
町
、
民
守

由
一
訳
語
‘

J
R
Z当
D
O
目
。
向
山

ω
F
H
甘
畑
、
に
依
ヮ
た
の
で
あ
る
が
、
日
目
叶
ヨ
ロ

5
自
体
は
必
ず
し
も
常
に
船
舶
持
分
所
有
者
た
る
を
更
し
な

w
。
上
記
第
包
条
k
b
け
る

よ
う
に
、
船
舶
持
分
所
有
者
は
誰
て
も
よ
い
、
適
当
と
ゐ
も
う
者
を
管
理
船
主
に
え

b
u
A
己
と
が
出
来
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
航
海

日
管
理
に
あ
た
る
宮
門

Eロ
E
は
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
船
舶
持
分
士
所
有
し
た
。
ゆ
え
に
、
彼
は
「
管
理
船
主
」
て
あ
る
。
た
だ
し
、

こ
う
し
た
船
舶
持
分
関
係
は
航
海
船
長
、
事
務
長
、
船
員
K
フ
い

τも
同
様
て
あ
っ
て
、
船
舶
・
貿
易
が
船
王
・
来
組
員
に
よ
っ
て
共

有
共
営
さ
れ
た
の
が
7
7
ル
フ
ィ
海
運
の
む
し
ろ
特
質
で
あ
る
。

「
如
何
な
る
管
理
船
主
(
冨
計
百
Em)
と
い
え
ど
も
船
員
(
国
臣
官
)
ま
た
は
仲
間

(ωREω)
の
誰
に
も
管
理
船
主
よ
り
多
く
の
持
分
を
与
え
て

は
な
ら
ぬ
。
た
だ
し
、
吾
々
の
知
っ
て
い
る
者
た
与
え
ば
航
両
船
長
官
R
-
o
E国
)
お
よ
び
事
務
長
(
百
円
ME)
に
対
し
て
は
こ
の
限
り
で
な
い
。
」

(
第
九
条
)

ア
マ
ル
フ
ィ
海
法
て
は
持
分

Q
R
m
)、
収
、
益

(-znEE)、
費
用
(
再
出
。
ロ
自
)
、
分
配
(
丘
ω
E
E
H
E
U、
等
々
に
つ
い
て
の
規
定

が
大
部
分
を
占
め
る
。
も
っ
て
、
組
合
企
業
の
性
格
に
つ
い
て
知
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
管
理
船
主
が
持
分
船
主
か
ら
委
任
さ
れ
た
椎

世
に
つ
い
て
は
少
し
も
ふ
れ
て
い
な
い
。
持
分
船
主
か

b
包
括
的
に
委
任
を
う
け
て
い
る
ゆ
え
に
そ
う
し
た
規
定
を
必
要
と
し
在
い
の

か
も
知
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
と
て
は
、
同
宮
内
陪
匂
E
F
A『
』
nPEENHH
の
簡
単
な
注
釈
を
記
し
て
ゐ
く
。
「
こ
こ
で
古
伊
丹

S
P
5
は、

航日
海説
船呈
長司
、J ロ

に自
{半日

れ船
て芳芝
日〉

k と

乗具
つ 4

てり

宅正
仔し
どく
笠円
高船
主 0)

f 、?百九

日海
" 'ff 
五註
邑事
問す

22 
白を
ナモ
ぜ 白

意役
味割
しと

六と す
」吉る

ロ
山
口
n 

" E 
m 

( 

E 
ロ

" 自
由

" 吋

持
分
船
主
が
航
海
に
出
か
け
て
ゆ
く
の
は
ナ
で
に
ギ
リ
シ
ャ
時
代
に
見
ら
れ
た
事
象
で
あ
る
が
、
ア
マ
ル
フ
ィ
時
代
に
は
航
海
に
出

か
け
て
行
か
な
い
単
な
る
持
分
船
主
が
あ
り
、
と
う
し
た
持
分
船
主
の
委
任

(
R
E
E自
由
己
目
)
を
受
け
て
或
る
者
が
目
V
E
2ロロ
ω
と



し
て
航
海
に
出
か
け
て
行
き
一
切
の
管
理
に
あ
た
る
。
己
れ
は
重
大
た
一
つ
の
発
展
て
あ
り
、
こ
の
委
任

(
R
S田
山
口
ハ
吉
田
)
が
中
世

海
上
貿
易
企
業
組
合
と
し
て
の

R
B
E
B念
、

B
E
s
e
の
成
立
機
縁
と
な
る
。

法
規
を
ほ
と
ん
ど
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
(
た
だ
し
、

士
円
代
の
海
運
J
l

は
船
内
労
役
は
主
と
し
て
奴
隷
に
依
っ
た
た
め
特
に
船
員
ま
た
は
海
員
の
職
能
・
義
務
た
と
に
つ
い
て
詳
細
厳
格
な

(
3〕

ロ
1
7
法
て
は
奴
隷
白
船
内
使
役
に
つ
hv
て
幾
つ
も
規
定
さ
れ
て

H
る。

)ι
己

ろ
が
、
ロ

l
マ
時
代
を
す
ぎ
て
ア
マ
ル
ア
ィ
時
代
に
入
る
と
、
自
由
人
が
船
内
労
役
に
あ
た
る
よ
う
に
た
り
、
こ
こ
に
船
員
(
海
員
〕
の

船
内
任
務
に
つ
い
て
取
締
る
必
要
E
生
じ
た
u

後
の
「
海
の
良
き
慣
習
」
(
円
。
ω
出

S
E
n
B
E自
由
貯
訂
宮
司
)
て
は
こ
の
点
が

特
に
顕
著
で
あ
っ
て
、
多
数
の
船
内
労
務
法
規
を
見
出
す
己
と
が
出
来
る
が
、
ア
マ
ル
7
ィ
表
に
も
既
陀
そ
の
先
駆
的
規
定
が
見
受
け

b
れ
る
。
た
だ
し
、
慢
に
三
カ
条
(
第
五
六
五
入
品
)
に
す
ぎ
ず
、
甚
だ
不
徹
底
な
も
の
で
し
か
な
い
。

「
本
船
が
外
国
水
域
に
あ
る
と
き
は
、
船
員
は
枚
聞
は
船
に
あ
っ
て
寝
を
と
ら
な
く
て
は
な
ら
た
い
。
も
L
外
国
の
ホ
械
に
あ

っ
て
船
長
の
は
っ
き
り
し
た
許
可
た
く
し
て
船
員
が
夜
間
に
陸
上
で
寝
を
と
っ
た
場
合
に
は
、
彼
は
こ
う
し
た
一
夜
に
対
し
一
日
の
就
訪
を
課
せ
ら
れ

そ
の
う
も
の
一
つ
。

且
つ
船
長
円
一
適
当
す
る
額
を
賃
銀
か
ら
失
う
も
の
と
す
る
。
」

(
第
五
六
条
)

船
員
(
海
員
)
の
船
内
労
務
は
彼
等
が
持
分
所
有
者
で
あ
っ
た
か
単
た
る
賃
銀
労
務
者
て
あ
っ
た
か
、
に
関
係
が
あ
る
。
こ
の
点
、

ア
マ
ル
フ
ィ
表
は
、
さ
き
に
も
見
た
よ
う
に
、
船
員
(
海
員
)
白
持
分
所
有
を
み
と
め
て
お
り
、
海
法
史
家

ωう
ち
に
も
ア
マ
ル
7
ィ

(4) 

時
代
の
特
徴
と
し
て
船
舶
所
有
者
(
船
主
)
と
船
員
(
梅
員
)
と
か
ら
成
る
組
合
形
態
の
存
立
を
主
張
す
る
者
が
あ
る
。
よ
っ
て
船
員

(
梅
員
)
の
多
く
は
同
時
に
船
舶
持
分
所
有
者
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
た
い
が
、
賃
銀
に
よ
っ
て
雇
傭
さ
れ
る
船
員
(
海

員
)
も
相
当
に
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
モ
う
で
な
く
て
は
、
モ
う
し
た
場
合
に
つ
い

τ特
に
規
定
す
る
は
ず
が
な
い
。
た
と
え
ば
、

g
H宮田・
5
8且
目
。
E
0
0『
o
-
o
]恒-可。問。

E
E
Eロ
4EMO
《回目回以
O
E
切の

E
o
E
巴
EHMOEhwロ
ロ
問
。
・
⑦
宮
口
戸
E
o
ロ
ρ
戸
E
E
品。-。

呂
田
宮
♂

E
R
E耳
目
白
区
O
R
E巳

第
八
十
巻

互ζ

九

第
五
号

五



冨
日
百
回
日
宮
司
旨
耳
目
白
呂
2
0
F
P
旦

第
八
十
巻

五
九

第
五
号

プて

官同時
0
5
0
骨

-omn口
4自
。
。
由
。
H
E
R
E
0
2
4
0
Z
H
O
E
m
o
Z
R
O
冒
『
自
耳
目
口
。

r
m
m
E
S。

g日
目
自
mroH
耳
切
角
川
2
E
E
B

E
A
5
m
E
Eロ
AB耳
目
。
包
旦
邑
司
0・
骨
4
0
2
ω
2
0
E
-
u
o
E
巳
]
出
品
目
骨
E

B
自。
F
O
R
Z
H
o
m
H
唱
。
吋
宮
田
庄
司

P
O
P
E
P
吉
田
。

回目廿
-EHE

船
長
お
よ
び
副
船
長
が
船
員
に
賃
銀
を
あ
た
え
る
や
否
や
、
船
員
は
、
船
長
、
事
議
長
ま
た
は
剤
船
長
か
ら
の
要
請
あ
り
次
第
献
に

来
て
指
定
さ
れ
士
仕
事
を
彼
等
の
た
め
に
遂
行
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
も
し
何
か
の
偶
然
じ
よ
っ
て
船
員
の
弱
る
宕
が
上
記
要
請
の
あ
っ
た
後
に
も
就

労
し
な
い
場
合
に
は
、
彼
は
領
事
白
判
定
に
し
た
が
っ
て
罰
金
を
科
せ
ら
れ
る
。
た
だ
し
、
正
当
の
理
由
あ
っ
て
莱
舶
を
妨
げ
ら
れ
た
る
場
合
は
こ
の

限
り
で
な
い
。
」

「
第
五

O
条

(
注
)
こ
こ
で

RmOEO-‘
は
ラ
テ
ン
語

g
z骨
(
金
貨
、
硬
貨
)
、
英
語
宮
出
品
目
。
ロ
OM可
(
硬
貨
)
に
通
じ
て
「
賃
銀
」
(
司
呂
O)
の
意
。
ち
な

み
に
、
英
語

E
E門司

V
イ
ツ
話
回
。
出
再
に
「
兵
士
」

O
意
が
あ
る
の
も
、
込
と
兵
士
は
傭
兵
で
あ
っ
て
日
々
白
賃
担
を

E
-広
阻
ま
た
は

E
-
E

E
Oロ
ω吋
(
硬
貨
)
で
支
給
さ
れ
て
い
た
こ
之
を
告
げ
る
も
の
で
あ
る
。

最
後
に
商
人
に
つ
い
て
。
ア
マ
ル
ア
ィ
時
代
の
特
徴
の
一
つ
は
船
舶
所
有
者
(
船
主
)
と
船
員
(
海
員
)
と
が
貿
易
企
業
組
合
を
結

(
5
)
 

成
し
特
に
荷
主
白
介
入
が
見
ら
れ
な
か
っ
た
己
と
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
商
人
(
目
白

E
1
3
は
組
合
に
運
賃
を
支
払
っ
て
商
品
の

運
送
を
需
め
た
の
で
あ
っ
て
、
モ
己
て
は
ま
自
司
自
己
居
戸

nc日目
v
a
E
m
w
ョ
(
組
合
自
身
白
商
品
V

と
自
民
自
ロ
H
E
m
p色
。
(
運
賃

(
6
)
 

(
第
四
七
、
四
八
条
参
照
)
た
だ
し
、
当
時
の
商
人
は
自
ら
商
品
を
携
帯
し
て
乗
船
し
た
。

積
の
商
品
)
と
が
区
別
さ
れ
た
。

貨
物
上
乗
人

(ω
与
弘

E
品

5
・
臣
官
。
片
山
吋
問
。
)
が
そ
れ
で
あ
っ

τ、
投
荷
白
場
合
、
船
長
は
ま
ず
乗
船
中
の
商
人
に
こ
れ
を
相
談
協

い
わ
ゆ
る

議
す
る
義
務
が
あ
っ
た

(
第
四
八
、
四
九
条
)

(1) 

吋回目
]uo己
同
宮
田
町
内
宮
主
忌
S
q宮内同ヨ怖さ一
NqE塁同・
-
F
E
∞・

船
舶
持
分
の
分
割
方
法
と
し
て
古
く
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
「
十
六
分
の
一
」

コ
二
十
二
分
の
一
」
「
六
十
四
分
の
一
」
白
仕
方
に
関
す
る
極
め
て



古
い
法
規
と
し
て
「
海
の
艮
き
慣
舟
」
に
次
の
規
定
が
あ
る
。

E
E
E
n
o目
1
0
A
c
o
o
-
-
E
骨
官
官
吋

EMMwm耳
目
p
o
m
O
寸

E
官
自
由
Z
E
E
-
E
E汁
自
己
O
白
日
ど
同

ω耳
目
E(σ
出
回
目
。
骨
日

甘
H

向。

Ehw
臼

020口
釦
自
己
Z
Z
S
E
O
E
E
E
骨
ロ
ロ
ハ
HEHZ)・
Hlom
出

O耳
切
ロ
om吉
田
自
《
官
官
冨
mwp
副

ω
「
い
主
拍
分
加
主
が
十
六

分
の
一
を
提
供
ず
ベ
品
。
場
合
に
た
だ
十
六
分
の
一
の
午
制
し
か
提
供
し
な
い
と
注
よ
L

(

吾
々
は
こ
こ
で
一
例
と
し
て
持
分
を
十
六
分
の
一
と
L
、

さ
ら
に
、
四
分
の
一
の
倍
数
で
も
っ
て
持
分
が
定
ま
る
も
の
と
し
た
)

州
凶
叶
吉
田
口
出
宮
内
静
岡

E
b
ミ
』
号
SZNNW-AE「
H4-u
叶

E
件。
ω・

ω
思
叫
品
目
ω
E
口。白鳥町立。

F
吉
田
O
H
3・
2
H
D
N
H
S目

川

w
ω
4
4
p
四
日
刊
・
同
E見

守
廷
内
~
目
礼

a
p
ω
諸
島

F
印
印
'
∞

l
u

ω
叶ヨ
mmu
同

Fbqb
回

E静

G
H
人
泣
き
1QEUJ40]H4
司

ω口

E
百
♂
甘
目

ω
N
E
Z
U

(
五
)
海
の
良
一
き
慣
習

Fmw
叶
与
己
m

e
〉
自
己
皆
(
ア
マ
ル
7

ィ
表
)
か

b
バ
ル
セ
ロ
ナ
の
ド
呂
田

E
g
n
g
E呂
田
品
。

E
冨
耳

(
海
の
良
さ
慣
習
〉
に
至
る
ま
ぜ
に
海
上
貿
易
運
送
企
業
形
態
は
、
同
当
m
w
m
ロ
2
に
よ
れ
ば
、
四
つ
の
発
展
段
階
(
ア
マ
ル
フ
ィ
型
、

(
1
)
 

ピ
十
型
、
ず
ェ
一
一
ス
型
、
ジ
ぷ
ノ
ア
型
〕
を
経
過
し
た
上
う
で
あ
る
が
、
ピ
サ
、
グ
ヰ
一
一
ス
、
子
ェ
ノ
ア
の
当
時
に
つ
い
て
海
事
法
規

ア
マ
ル
フ
ィ
の

を
原
央
に
よ
っ
て
直
接
日
つ
詳
細
に
知
る
己
ー
に
の
出
来
た
い
私
は
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
の
考
察
を
断
念
し
、
木
稿
ぞ
は
十
二
世
紀
か
ら

十
四
世
紀
へ
か
け
て
バ
ル
セ
ロ
ナ
を
中
れ
に
成
立
し
た
と
戸
わ
れ
る
「
悔
の
良
き
慣
習
」
に
つ

W
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

hv
士
、
モ
の
第
一
条
に
よ
れ
ば
、
こ
の
法
典
は
「
管
関
船
主
(
耳
門
司
。
円
含

E

E
ロ
)
が
商
人

(
E
2
8
e
g〕
・
船
員
(
自
耳
目
白
ω)
・

旅
客
(
司
己
認
口
)
ぞ
の
他
船
内
に
あ
る
者
に
対
し
て
負
号
義
務
と
、
反
対
に
、
商
人
・
船
員
・
旅
客
が
管
理
船
主
に
対
し
て
負
う
義
務

に
つ
い
て
記
述
し
た
も
の
」
で
あ
っ
て
、
管
理
船
主
は
、
事
実
上
、

「
船
主
」
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
存
在
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
造
船
に

富
田
首
ロ
冨
耳
目
ロ
司
自
白
冨
R
O
F
E件

第
八
十
巻

五:
Jt 

第
五
号

一じ



ζ
E言
、
宮
笹
口
居
門
限
且

Z
O叫
nrEH

第
八
十
巻

五
九
四

泊
五
号

ノ、

つ
い
て
は
「
管
理
船
主
は
、
船
舶
の
-
建
造
を
企
図
し
、
こ
れ
を
他
白
人
々
と
共
同
し
て
行
わ
ん
と
す
る
と
き
は
、
そ
れ
を
幾
何
の
持
分

に
分
か
つ
つ
も
り
で
あ
る
か
、
士
た
、
船
の
型
・
ト
ン
数
・
船
槍
の
深
さ
e

染
材
・
龍
骨
白
長
さ
に
つ
い
て
持
分
船
主

(
3
3。
宮
司
)

に
説
明
し
友
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
第
二
条
〉
義
務
を
有
し
、
ま
た
、
運
送
に
つ
い
て
は
、
管
理
船
主
は
商
人
・
旅
客
そ
の
他
船
内
に

あ
る
す
へ
て
の
人
々
お
よ
び
貨
物
を
保
護
保
管
す
る
た
め
自
ら
全
力
を
つ
く
す
ば
か
り
ぜ
な
く
、
士
官
・
船
員
・
持
分
船
主
を
し
て
そ

の
最
善
士
づ
く
す
己
と
白
宣
誓
を
な
吉
し
め
る
義
務
主
有
し
た
。
(
第
十
六
条
)
も
ち
ろ
ん
、
管
理
船
主
は
商
人
・
旅
客
か
ら
運
送
に
対

す
る
報
酬
と
し
て
運
賃
士
収
受
し
た
が
、
雇
傭
す
る
船
員
に
対
し
て
は
賃
銀
を
支
払
っ
た
。

(
第
四
一
、
七
九
、
人
一
長
そ
の
他
)
か
く
て
、

持
分
船
主
は
、
そ
白
名
称
の
と
お
り
単
に
「
人
」
(
古
田
O

ロ
白
ω
〕
で
あ
っ
て
、
現
今
の
株
主
に
近
く
、
自
分
の
持
分
を
(
当
一
該
航
混
終

了
の
後
は
)
他
へ
売
却
し
て
当
該
企
業
か
ら
身
を
ひ
く
こ
と
が
出
来
た
。

ハ
第
十
条
)

J
L

は
、
船
長
に
相
当

F
る
職
能
は
劃
何
と
い
ろ
に
、

「
船
長
」
に
直
抜
あ
た
る
言
葉
は
「
海
白
良
吉
慣
習
」
に
は
見
出
さ
れ
た
い
が
、

‘ロ
2
同
O
叫
、
、
が
「
船
長
」
に
も
っ
と
も
近
い
。

K
L

と
d
A

ば、

管 2
理とき
強骨士

主"

主!
由?お
長巴
J主語
但 O
h t-; 

の E
あ ι

JP E 
~芝
Vこ恒
t口司
何 H
な且
註 E

物買
を ω
も g
積邑
付足
けロ
て 4
V"t 胃
な F

ら日
以ミ 界

まii5
た 1

宮
カミ 月

よ 5戸
ぅロ
tsc 世
積♂
付
を
許
L 
て
v~ 
な
ら
ぬ

( 

第

イ
八
条
)

富
岡
目
白

E
Z
Z己
ι。
貯
吋
叶

Oけの

O冒
E
E
E
S円
八
回
。
ω
自
〕
百
円
品
。

E
戸
宮
内
官
官
ロ
判
。
仏

O
H
E
Z
2・

「
船
員
は
管
時
船
主
ま
た
は
畦
師
船
長
の
命
令
の
す
べ
て
に
従
わ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」

(
第
一
一
じ
条
〕

の
よ
う
に
、
諸
種
の
規
定
に
お
い
て
、
盟
国
可
日
号

HMg
(
管
理
船
主
)
に
併
ん
で
し
ば
し
ば

E
Z司
(
航
海
船
長
ま
た
は
高
級
船

員
)
が
あ
げ
b
れ
て
い
る
。
だ
が
、
航
海
企
業
一
般
に
関
し
て
対
内
的
対
外
的
に
最
高
山
責
任
を
負
う
者
は

ωg吋
買
な
日
ロ
(
管
理



船
主
)
で
あ
っ
て

E
日
白
(
航
海
船
長
・
高
級
船
員
)

て
は
た
い
。

E
広
司
は
航
海
・
船
舶
に
関
す
る
単
な
る
技
術
者
ま
た
は
管

理
船
主
の
使
用
人
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

目-。

ωσ
ロ
司
。
同
品
。
甘
口
目
。

ι巴
『
口
出
、
目
。
司
mwumgu
宮内

-
m
E
M
M
目
。
ユ
ロ
。
凡
品
。
ロ
旦
m
H
ρ
5
-
m
ロ山口。

-
E吋
ロ
。
帝
国

momロド円-。

ヨ旦向。・

2
P
A
s
o
a
p
何回
E
P
O自
宮
崎
P
宮
O
E
S
E
Eロ
Q
-
o
弓
E
E日

U
O
B自
民
巴
凹
F
O
巴
宮
宮
山
向
。
ω
]
u
g】切目。品。

E
自
己
【
吉
岡

自
。
且
自
白
9

』
E
O円釦

mO回
同
。
吋
目
。
己
目
』
5
4
E
α
E
-
皇
居
ロ
品
。
戸

ommO叶

-OA引
MW神
宮
同
盟
ロ
可
O
P
E
-
c
m
E
O
H
n包
O
E
O
-一HMEMO円。

-.20ロ
d
P
4
0戸
田
口

O
E
P
O
M
E
E
H
H
m
E
t
H
F
E目
白
巴

p
u
F
ロ白い・

ρ回。

ω戸
田
口
o
E
E
ω
E
邑
四
戸
白
o

E
ロ
o--muEmw-OAqEq
耳
切
0
3
3円

「
た
と
え
管
理
船
主
が
死
亡
す
る
と
し

τも
、
船
舶
が
航
猛
を
続
行
し
て
ゆ
く
う
え
に
は
何
等
の
支
障
を
も
来
た
さ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
、

船
内
に
持
分
船
、
専
か
お
る
か
、
或
い
は
生
前
の
管
理
船
主
に
最
も
近
い
岩
が
船
内
に
お
る
と
き
は
、
そ
の
者
か
管
理
船
主
に
任
ぜ
ら
れ
な
く
て
は
な
ら

ぬ
。
た
だ
L
、
商
人
・
船
長
・
事
務
長
そ
の
他
船
内
に
あ
る
者
す
べ
て
が
管
制
品
船
主
と
し
て
適
当
な
り
と
判
断
し
た
者
で
あ
る
」
と
を
要
す
る
。
」
(
第

二
一
九
条
)

と
す
る
よ
う
に
、
管
理
船
主
に
代
わ
る
者
は
持
分
船
主
て
は
あ
っ
て
も
必
ず
し
も
航
海
船
長
て
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
こ
り
耳
目
買
に
対
し
町
宮
内
昨
句
。
忌
弐
』
弘
室
町
、
QNq
て
は
時
と
場
合
と
に
よ
っ
て
虫
己
日
開

IE自
円
。
?
ま
た
は

n
E
R

(
2
)
 

自
民
o
或
い
は
自
己
o
u
訳
語
が
使
用
さ
れ
℃
い
て
、
こ
れ
を
「
航
将
船
長
」

「
高
級
船
員
」

「
士
宮
」
の
意
に
解
し
て
よ
W
か
と
思

う
が
、
上
記
白
主
う
に
航
海
中
は
し
ば
し
ば
管
理
船
主
に
次
い
で
亘
要
な
責
任
を
課
せ
ら
れ
℃
い
る
と
乙
ろ
か
ら
、
私
は
こ
れ
を
「
航

海
船
長
」
と
見
る
べ
き
か
と
考
え
る
。

「
悔
の
良
一
き
慣
習
」
に
は
時
お
り
単
に
E

目。
ω古
H
T
=
2
自
由
肯
2
3
な
る
阿
語
が
出
て
く
る
が
、
こ
の
場
合
仕
「
船
長
」
の
意
で
な
い
。

工
の
棟
梁
」
を
指
す
。
叶
当
日
目
・
回
目
QhF
国

E
b
G
H
』号制刷、
hbNmwwJE-
白
石
田
日
目
H
a
s
-
-
2
2
-
H
4
M
M
N
N
P

船
員

(
B
R
E司
)
が
同
時
に
持
分
船
主
と
し
て
貿
易
運
送
企
業
に
参
加
す
る
と
い
う
仕
方
は
こ
の
時
代
に
は
既
に
見
ち
れ
た
く
た

「
船
大

呂
田
宮
♂
広
司
HP耳
目
白
昌
司
n
r
E門

第
八
十
巻

五
九
五

第
五
号

カ



z
p
a
F
Z司
自
耳
目
品

ζ
2
0
F
P
旦

第
八
十
巻

五
九
六

第
五
号

。

っ
て
沿
い
り
、
船
員
は
管
理
船
主
の
使
用
人
と
し
て
給
料
治
よ
び
船
内
食
料
を
支
給
さ
れ
た
こ
と
、
現
今
の
船
員
と
大
差
が
な
い
。
し
か

し
、
船
員
が
も
と
航
海
や
業
組
合
員
の
一
員
と
し
で
あ
っ
た
以
前
の
名
残
を
う
け
て
、
時
と
し
て
は
、
「
管
理
船
主
は
収
得
す
る
運
賃

の
額
に
氏
例
し
て
船
員
に
運
賃
を
支
払
わ
ね
ば
た
ら
ぬ
」
(
第
一
九
O
条
〕
と
も
定
め
ら
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
運
賃
は
賃
銀
の
母
て
あ
る
。
」

2
2の
Z
E
宮
富
三
門
司
雪
日
p
約
一
な
る
法
諺
モ
の
ま
主
で
あ
っ
て
、

「
た
と
え
船
員
が
彼
等
の
賃
銀
を
船
長
に
請
求
す
る
と

し
で
も
、
船
長
は
、
運
賃
の
収
得
た
さ
合
理
由
に
、
船
員
に
信
銀
を
払
う
に
及
ば
志
い
。
船
員
も
こ
れ
が
た
め
相
当
の
損
失
を
被
っ
て

上
り
多
大
の
損
失
を
う
け
て
い
る
が
ゆ
/
ん
で
あ
る
。
」

い
る
で
あ
ろ
う
が
、
管
理
船
主
は
時
間
と
船
舶
だ
け
で
な
く
費
用
を
も
失
い
、

(
第
一
六
七
条
〉

一
五
々
。

「
海
の
良
さ
慣
習

L
r一
五
わ
ゆ
る
「
商
人
」
(
自
耳
目
骨
片
〕
は
一
般
陀
貨
物
上
乗
人
で
あ
っ
て
特
に
説
明
を
要
し
な
い
が
、
当
時
の

貨
物
上
乗
人
ば
可
成
り
特
具
在
存
在
で
あ
っ
て
、
悪
天
候
そ
の
他
不
可
避
的
在
事
由
に
よ
っ
て
投
荷
の
必
要
白
生
じ
た
場
合
、
管
理
船

主
は
先
ず
船
内
の
商
人
に
そ
の
然
る
べ
き
事
情
に
つ
い
て
説
明
し
そ
の
同
意
を
得
た
上
、
商
人
が
自
ら
自
分
の
貨
物
の
或
る
部
分
を
海

中
に
投
売
し
は
じ
め
た
後
て
な
く
て
は
、
符
理
船
主
は
投
荷
す
る
己
と
が
出
来
な
い
。

(第

T10、
五
四
条
)

ま
た
、
管
理
船
主
が
航

海
中
に
属
具
そ
の
他
の
調
達
の
た
め
資
金
を
必
要
と
し
、
且
つ
、
そ
れ
に
要
す
る
金
銭
の
持
合
わ
せ
の
あ
る
商
人
が
乗
船
し
て
い
る
場

合
、
商
人
は
管
理
船
人
に
資
金
を
貸
す
義
務
が
あ
る
。

(
第
六
一
条
)

等
々
。

市
世
の
海
上
運
送
は
、
な
お
、
自
己
荷
の
運
送
八
世
ユ
4
m
z
n
m吋
片
岡
山
問
。
)
を
本
則
と
し
て
他
人
貨
物
の
運
送

(
B
R
M
m宮
内
。
円
宮
日
)

は
例
外
的
で
あ
っ
た
。
し
か
し

「
海
の
良
さ
慣
習
」
白
頃
に
は
商
人
(
多
〈
は
貨
物
上
乗
人
)
の
荷
物
を
運
賃
積
運
送
す
る
場
合
も

相
当
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
こ
れ
は
世
界
海
運
奥
忙
注
目
ナ
ベ
〈
極
め
て
荒
要
な
こ
と
で
あ
っ
て
、
と
れ
を
立
証
す

(
こ
の
条
文
を
発
見
し
た
と
さ
私
は
非
常
に
大
き
左
欣
び
を

る
た
め
、
こ
と
に
「
海
白
良
さ
慣
習
」
か
ら
二
つ
一
の
条
文
を
掲
げ
た
い
。



得
た
。
)「

商
人
に
対
し
域
る
数
量
ま
た
は
幾
ク
イ
ン
タ
ル
か
の
荷
物
を
舶
に
積
取
ろ
う
と
約
束
L
て
そ
う
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
管
理
船
主
は
、
自
分
の
船

と
同
じ
か
又
は
自
分
の
船
よ
り
も
よ
り
上
位
寸
の
船
を
商
人
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
こ
れ
が
た
め
商
人
か
ら
受
け
る
よ
り
も
、
よ
り
多

額
の
運
賃
を
支
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
そ
れ
は
止
む
を
得
な
い
。
た
だ
し
、
か
よ
う
な
船
。
提
供
に
応
諾
す
る
か
否
か
は
商
人
の
自
由
で
あ
る
。

し
か
し
、
管
理
舶
、
土
と
し
て
は
自
分
が
商
人
に
為
し
た
約
束
会
果
た
す
た
め
、
商
人
に
種
々
取
計
い
努
め
な
く
て
は
な
ら
向
。
管
理
船
主
の
甚
だ
多
数

一
一
分
の
一
言
た
は
凶
分
の
一
、
よ
り
大
き
い
よ
う
に
言
葉
に
出
L
て
言
い
ふ
ら
す
の
が
常
で
あ
る
ゆ
え
、
特
に
本

の
岩
が
自
分
の
船
を
実
際
よ
り
も
、

条
を
設
け
た
次
第
で
あ
る
。
L

ハ
第
二
二
九
条
〉

「
商
人
に
対
し
て
自
分
の
耐
を
深
長
績
と
し
で
提
供
す
る
管
理
船
主
が
現
実
に
積
め
る
よ
り
も
多
く
の
荷
物
を
積
取
る
う
と
約
束
し
た
場
合
、
管
理

船
主
は
、
前
条
に
述
べ
士
と
こ
ろ
に

L
た
が
っ
で
、
尚
人
に
対
L
責
任
を
負
わ
な
く
て
は
な
ら
向
。
一
方
、
商
人
は
彼
が
管
理
船
主
に
対
し
て
積
込
荷

物
に
つ
い
て
払
お
う
と
約
束
し
立
運
賃
鋭
か
ら
管
理
船
主
が
積
限
る
こ
と
の
出
来
な
い
街
吻
の
量
に
応
じ
て
そ
れ
だ
け
連
賃
を
差
引
い
て
弘
わ
な
く
て

は
な
ら
向
。
前
条
に
述
べ
た
と
同
じ
理
由
か
ら
、
本
条
も
特
に
こ
れ
を
設
付
て
お
い
た
。
L

(

第
一
四
の
条
)

ち
た
み
に
、
カ
タ
ロ
日
ヤ
車
問
で
RE-Hom--
は
「
運
賃
を
対
償
に
運
送
人
が
荷
物
を
受
取
る
」
白
意
で
あ
っ
て
、
上
記
の
ほ
か
、
第
四
四
魚
、
第
二

一
三
条
、
第
二
一
二
六
条
、
等
々
に
こ
れ
が
見
ら
れ
る
。

ω
J
E四
5
2
同室礼申一
R
F
t
E
h
E弓
尋
問

p
g
E
由

JGE

ω
1『

当
局

ω
・
回
目
ぬ
与
国

E
W
G
H
』
門
学
塁
、
足
骨
唱

4
0
-
H日
同
切
噌
・
臼
∞

ω
B
E
2
4
0
-
-
H
4目

HU・
N
M
m

・

剛
山

JE四
日
片
岡
吉
弘
E
n
p
k内
切
臼
b
z
h
v
F
伊
日
目
・

(
六
)

-f

レ

甘

Y

海
法

呂
田
甘
口
呂
町
日
司
自
白

Z
2
n
E
E

第
八

1

十
番

五
九
七

第
五
号



Hr円
m
w
m
T
w
p
]ワ品川
W
片
岡
ロ
O
H
mロ
白

F
向
巾
】

q
n
r
m
w
p↓円

第
八
十
巻

五
九
八

第
五
号

「
海
の
艮
き
恨
習
」
に
前
後
し
て
制
定
せ
ら
れ
た
フ
ラ
ン
ス
の
大
西
洋
岸
オ
V

ロ
ン
島
に
名
主
囚
む
「
オ
V

ロ
V

海
法
」

(』口問。ー

日
E
Z
P
E
居
間
三
戸
田
口
oω
吉
田
宮
円
。
-
R
B
2
含

H
Z
円四巳ロ

g
p
E
富
良

w
-
h
E問
。
目
。
己
ハ
ゲ
宮
尾
2

2
問。。
]-o

ロ。】何百
10
ロ
)
は
、
モ
の
第
一
条
に
も
見
え
る
よ
う
に
、
ポ
ル

F
ウ
葡
萄
酒
の
外
国
(
そ
の
う
ち
ス
ヨ

y

ト
ラ

Y
F
)
へ
の
海
上
輸
送
を

統
制
す
る
た
め
の
取
締
法
視
で
あ
っ
て
、
諸
種
白
点
て
地
中
海
法
に
通
ず
る
も
の
が
あ
る
が
、
特
且
一
点
も
す
く
な
く
な
い
。

(

1

)

 

二
名
ま
た
は
三
名
吐
い
刊
せ
い
若
干
名
に
よ
る
共
有
て
あ
る
。

胎
舶
は
共
有
さ
れ
る
が
、

(
司
伊
丹
。
居
吋

O
D
4
5
5
0
は
共
有
船
を
も
っ
℃
共
同
し
て
航
海
貿
易
企
業
を
営
む
と
い
う
よ
り
も
、
た
だ
船
の
利
用
主
共
同
に
す
る

の
が
目
的
て
あ
っ
た
ご
と
〈
、
共
有
船
主
の
哉
る
者
が
単
独
に
帆
献
を
利
用
す
る
よ
う
な
場
合
は
、
ほ
ぼ
同
一
の
航
海
区
間
ま
た
は
航
海

(

2

)

(

3

」

期
聞
に
、
交
代
に
己
れ
を
使
役
利
用
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
ナ
ベ
℃
の
場
合
が
こ
う
だ
と
は
限
ら
ず
、
ま
た
、
共
有
船
主
の

或
る
者
が
船
を
利
用
す
る
の
に
他
の
者
が
利
用
を
欲
し
た
い
、
ま
た
は
利
用
て
き
左
い
場
合
も
あ
っ
て
、
そ
こ
で
、
費
用
の
負
担
、
収

(4) 

益
の
分
配
が
問
屈
と
た
る
。
ψ

な
お
、
船
主
(
ω
E
四
回

2
3
宏

Z
ロ
丸
〕
は
持
分
を
売
却
J
l

一
き
る
。

明
文
士
欠
く
ゆ
え
に
定
か
で
な
h
が
、
お
そ
ら
く
共
有
船
主
か
ら
俸
給
を
も
っ
て
一
躍
わ
れ
て
い

ま
ず
、

戸

一

ザ

戸

↓

J

、

中
J
φ
/
1
L

こ
こ
で
の
共
有
船
主

船
長
(
目
自
可
o
u
目
白
羽
可
。
)
は
、

た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
宮
れ
る
。
船
長
は
現
今
の
モ
れ
よ
り
も
可
成
り
広
汎
な
自
由
裁
量
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ぽ
、
出
費

(
5
)
 

に
要
す
る
資
金
の
調
達
の
た
め
な
ら
ば
、
仲
間
(
船
員
〉
と
相
談
の
う
え
、
船
長
は
船
舶
属
兵
を
抵
当
に
お
く
と
と
が
出
凍
る
。
船
内

貯
蔵
品
・
船
内
食
料
品
十
入
手
す
べ
き
に
拘
ら
ず
購
入
資
金
が
手
許
に
た
い
場
合
に
は
、
船
長
は
乗
船
中
の
商
人
白
積
荷
を
売
却
し
、

(
6〕

然
る
べ
き
陸
崎
港
陀
到
着
し
た
う
え
、
こ
れ
か
凡
返
却
弁
済
す
る
己
と
が
出
来
る
。
ま
た
、
得
た
る
滞
船
料
の
四
分
の
三
は
船
長
の
収
入
、

(
7
)
 

四
分
白
一
は
船
員
の
収
入
と
し
て
差
支
な
い
。
等
々
。

船
員
(
自
己
E
昂
ご
自
昇
。
]
O
H
)

は
船
長
に
雇
わ
れ
る
が
、

賃
銀
は
必
ず
し
も
貨
幣
に
よ
る
と
は
限
ら
な
い
u

貨
幣
賃
銀
を
受
け
る



代
り
に
船
員
が
白

b
無
賃
て
貨
物
を
漬
込
み
運
送
す
る
仕
方
が
許
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
凶
己

g即日
ω
(己
目
。
目
。
可
巧
mw四

2
)
と
お
自
ml

(
9
)
 

目
担
問

2
ハ巳

ω
g
d
E問。
ω)
と
の
二
様
が
あ
フ
た
。
船
内
紀
律
は
相
当
に
厳
重
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
、

「
船
長
が
船
員
白
一
人
を
な
ぐ
る
と
き
は
、
そ
れ
が
拳
骨
で
あ
る
に
せ
よ
平
手
打
で
あ
る
に
せ
よ
、
船
員
は
最
初
の
↓
唯
一
を
我
慢
し
な
く
て
は
な
ら

向
。
し
か
し
、
船
長
が
な
お
も
続
け
て
な
ぐ
る
左
き
は
、
船
員
は
自
己
防
衛
し
て
差
支
な
い
。
も
し
反
対
に
船
員
が
船
長
を
な
ぐ
る
と
き
は
、
一

0
0

(
珂
)

セ
ン
ー
か
彼
の
拳
か
い
ず
れ
か
一
方
を
船
員
の
選
択
に
よ
っ
て
失
わ
な
く
て
は
な
ら
向
。
」

し
か
し
、
オ
V

ロ
ン
海
法
に
は
船
内
関
係
に
沿
い
て
多
分
に
人
間
的
な
明
か
る
い
面
が
随
所
に
見
受
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、

「
船
が
出
航
す
ゐ
に
際
し
て
は
、
船
長
は
仲
間

(
2
2
]耳目
U
o
E
)
に
相
談
し
質
問
し
な
く
て
は
な
ら
向
。
司
諸
君
ょ
、
こ
の
天
候
を
ど
う
思
う
か
。
』

そ
こ
に
は
『
天
候
は
不
良
だ
』
邑
言
う
者
の
あ
る
一
方
ま
た
『
天
候
は
良
好
だ
』
主
一
吉
う
者
の
あ
る
場
合
は
、
船
長
は
船
員
の
多
数
に
よ
っ
て
出
航
か

杏
か
を
決
し
な
く
て
は
な
ら
向
。
船
長
が
も
し
そ
う
L
な
か
っ
た
と
し
て
、
船
な
ら
び
に
商
品
が
喪
夫
し
た
場
合
、
も
し
船
長
か
ら
回
収
す
る
手
段
の

(
口
)

あ
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
失
わ
れ
た
価
額
を
船
長
は
賠
償
し
な
く
て
は
な
ら
な
レ
。
」

い
ま
、
己
れ
を
回
目
Q
忌

回
S
F
G
¥
』
弘
吉
駒
込
目
守
の
注
釈
に
よ
る
と
き
、

「
こ
こ
で
『
仲
間
』

(
2日一
usrEω
〉
と
い
う
用
語
は
、

船
員
の
船
長
に
対
す
る
関
係
に
沿
い
て
、

ロ
ー
マ
法
白
そ
れ
と
全
然
相
違
す
る
。
奴
隷
が
す
で
に
海
上
労
務
白
主
た
る
部
分
を
占
め
る

(
目
)

こ
と
は
見

b
れ
左
く
な
り
、
乙
こ
に
海
法
に
ゐ
け
る
一
つ
白
エ
ポ
ァ
ク
が
商
さ
れ
る
。
」
ち
な
み
に
、
己
れ
は
グ
ン
チ
y

ヒ
白
一
四
五

〔
国
)

五
年
の
成
る
法
律
て
「
船
員
」
主
主
将

E
B
q
E司
、
J
R
m
n
F
H
岡
町
巴
(
目
白
旬
、
と
し
て
い
る
愛
称
に
通

F
る
も
白
が
あ
る
。

商
人
(
目
m円。

E
E
)
は
一
般
に
貨
物
上
乗
人
J

し
あ
っ
て
特
に
罰
す
べ
き
点
は
見
ら
れ
な
い
。

己
れ
を
要
す
る
に
オ
レ
ロ
ン
海
法
て
は
、
航
海
貿
易
運
送
企
業
組
合
の
性
格
が
か
な
り
弱
く
船
舶
共
有
関
係
は
比
較
的
単
純
で
あ
る
。

こ
己
て
は
管
理
船
主
は
見
受
け
ら
れ
ず
、
船
主
と
船
長
と
は
機
能
分
化
首
遂
げ
て
い
る
よ
う
て
あ
る
。
船
員
は
船
長
に
腔
わ
れ
る
が
、

宮
官
官
♂
昌
司
E
耳
目
且
宮
2
0
F
S
D
H

舘
λ
寸
巻

五
九
九

郡
五
号
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か
よ
う
に
、

オ
レ
ロ
ン
↑
税
法
に
あ
っ
て
は
、

船
長

(
E
g可
F
目
阿
佐
R
O〕
は
既
に
船
主
ま
た
は
船
舶
所
有
者
か
ら
ほ
ぼ
機
能
分
化

し
て
船
内
D
統
卒
お
よ
び
航
海
の
指
揮
に
あ
た
る
最
高
責
任
者
で
あ
っ
て
、
現
在
イ
ギ
F
ス
D

E
日
mw旦
司
ョ
ま
た
は
白
木
の
「
船
長
」

が
こ
れ
に
相
当
す
る
。
現
在
の
イ
ギ
リ
λ

て
は
、

一
八
九
四
年
の
海
運
法
(
冨
日
n
F百
円
印

E
S呂四
k
r
n
F
H
∞
宏
司
酔
凹
∞
ヨ
2
、

と
い
う
と
き
は
必
ず

t
呂
田
宮
Huu
と
表
現
し
て
い
る
。

「
船
長
」

こ
の
古
川

F

n

E

C

)

第
七
四
二
条
を
は
じ
め
諸
種
の
一
海
事
法
規
て

イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
白
梅
商
法
と
は
趣
を
具
に
す
る
。

間
トο

同
畠
旨
口
同
国
印
E
Z
E
H
2
2
口
自
己
胃
ω
耳
〔
目
。
同
町
民
同
日
骨
切
印
岳
民
自
〔
印
岳
民
向
。
円

)
Lロ
骨
自
E
開
日
Mmw口
問
。
宮
口
問
。
骨
円
寸
O吋I

}ロロロ⑦巳ロロ
mmOHロ印件。
]
Z
d
見]呂町出

F
E阿佐
HEお
岳

PKF宮
島
E
F
F
N
U戸河内町
nh日
目
自
慢
6
E
E
m
s
g
N
E
E
H
E
N

「
本
法
で
同
昌
M
Eロ
と
は
船
舶
の
指
揮
者
(
船
長

P
E問
。
品
、
も
し
指
自
作
者
が
不
在
ま
た
は
差
貰
あ
る
と
き
は
、
そ
の
代
理
人
を
指
す
」

瑚

NNH・
叶

oznmw官
庁
出
回
♂
目
E
H
2
0ロ旬伊丹
2
p
n
H戸川肖同一恥品。

z
n。
回
向
ロ
ド
古
円
ロ
ロ
ロ
凶
4
2
2
0ロ
m
w
E
H
O
σ
h
W
C
H
O
P
F
g仲
間

R
m百件ハ
H
o
m
g

F
巳
件
目
、
目
印
目
。
広
岡
宵
g
u

内

E
B
-
-。
M
$
2
5
0
品
。
自
の
同
OMH且
守
口
m-

n
。
骨
骨
。
。
自
白
号
日
戸
HdB
巴

E
d
w目
白
、
吋
ロ
局
阿
〈

「
船
舶
の
一
操
縦
を
担
当
す
る
船
長

(
g
U
H
t
5
0・
E
E可
。
ま
た
は
宮
司
oる
は
、
職
務
行
使
上
の
彼
の
一
過
失
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
軽
少
た
り

と
も
、
そ
の
責
に
任
ず
る
も
の
k
す
る
」

と
こ
ろ
で
、

イ
ギ

H
ス
に
関
し
て
見
る
に
、

宮
古
K
M
3
2
s
h
uぬ
民
の
例
の
よ
う
に
、

ミ
臣
官
官
て
.
を

J
F
H唱
。
司
ロ
O
門
也
、
の
意
に
用

い
た
海
事
法
規
が
あ
る
か
と
い
う
に
、
私
の
現
在
白
調
査
範
囲
て
は
見
当
た
ら
な
い
。
す
て
に
古
代
か
ら
中
世
へ
か
け
て
、
ギ

H
Y
ヤ、

ロ
ー
マ
、
ア
マ
ル
フ
ィ
、
バ
ル
セ
ロ
ナ
て
は
、

E
ロ
何
回
日
o
p
宮
2
S
F
自
身
。
片
品
。

E

F

E
の
は
船
主
(
ま
た
は
船
舶
所
有
者
)

と
船
長
と
の
機
能
未
分
化
形
態
で
あ
っ
て
、
船
舶
所
有
者
と
船
長
と
白
区
別
は
必
ず
し
も
常
に
裁
然
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
己
う
し
た

関
係
を
承
け
て
、

「
船
舶
所
有
者
」
を
も
「
船
長
」
を
も
意
味
す
る

E
E
B百
て
也
が
イ
ギ
リ
ス
の
海
事
法
規
に
見
ら
れ
て
も
決
し
て

呂
田
宮
口
民
耳
目
白
百
円
H
Z青
島
自
門

第
八
十
巻

/、。

第
五
号

互E



冨
自
吉
凶
日
広
間
呂
司
自
白
宮
司
岳
山
口
門

第
八
十
巻

。

第
五
号

ーノ、

不
思
議
は
な
い
が
、
オ
レ
ロ

γ
海
法
か
ら
の
影
響
白
つ
よ
悼
と
思
わ
れ
る

F
F日
Z
M四
日

P
門HSHE-Emw門
出
(
出
E
n何
回

g
r
。同

pι

に 自

ττI E 
山】

長 g
」ー

かで
長 R

23 
一二 十己
義オ

し〆
て
あ!て
円お
主宅
J1 機

船緊
餅{七
有 ν

て
者 ν、
は る

d日
目'":;t i...i 句。

~ 

rE 
ロ 且
ro 吋出。

) 

て を
あ輸
る入
o し

t乙
ゆ
え

か

目

" ω 
H 
O 

は
常

よ
っ
て
、
木
稿
て
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
か
け
て
イ
ギ
リ
ス
て
船
長
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
意
味
を
も
っ
た
ミ
包
呂
町
色
、
J
J
P司
l

FZ〕
E
o
J
R
E
E
m汁
号
、
、
の
一
一
一
つ
に
つ
い
て
当
時
の
意
味
内
容
心
相
違
に
っ
さ
考
察
し
て
ゐ
き
た
い
。

次
に
一
市
ず
の
は
イ
ギ
リ
ス
て
の
海
事
用
語
集
と
し
て
肢
も
古
川
ド
文
献
ゼ
あ
る
印
日
出
r
H
-
白
色
門
川
喜
吉
苦
肉
、
・

F
s
e
p
呂
町
・
て

あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
十
七
世
紀
初
期
に
あ
け
る
海
上
乗
組
員
の
階
級
序
列
を
大
体
知
る
こ
と
が
出
来
る
o

白
包
白
日

2-
は
栂
隊
白
長
官
で
あ
っ
て
、
国
王
か
ら
の
書
状
に
よ
っ
て
任
命
せ
ら
れ
、
多
く
は
伯
爵
、
子
爵
、

(

i

v

(

2

)

 

男
爵
な
ど
D
貴
族
か
ら
択
ば
れ
、
時
と
し
て
同
E
-
H
〉
品
目
同
色
(
出
回
目
『
〉
母
国
HB-)
と
称
せ
ら
れ
た
ほ
ど
の
問
官
て
あ
る
。
こ
の

ま
ず
、
イ
ギ
リ
ス

mw品
自
同
色
白
直
ぐ
配
下
に
た
円
山
口
雪
山
口
ョ
と

z
田
宮
古
]
「
こ
と
が
所
属
し
、

mH品目
HHo-
は
必
要
と
あ
b
ば
マ
月
ト
の
中
程
に
族
主
か
か

げ
て
各
艦
白
。

8
5
5
と

E
宮
件
。
円
と
を
召
集
L
た
。
出
航
す
る
と
き
最
初
に
帆
を
上
掲
ナ
る
白
も
停
泊
白
と
さ
一
番
き
さ
に
碇
を

投
下
す
る
の
も
包
自
可
巳
の
役
で
あ
っ
た
。
要
す
る
に
、
「
釦
品
目
同
mwH
は
乗
組
員
の
総
指
揮
官
で
あ
っ
て
来
組
員
一
宮
法
律
に
し
た
が

〔
E
U
)

っ
て
管
理
保
全
す
る
L

職
て
あ
る
。
た
だ
し
、
包
自
弓
色
も
国
王
か

b
俸
給
士
受
け
た
。
伯
・
子
・
男
爵
た
ど
の
社
会
的
地
位
に
よ
っ

(
6
)
 

て
モ
れ
ぞ
れ
俸
給
に
差
等
が
あ
っ
た
が
、

B
Z
υ
E
よ
り
も
回
目
吉
吋
よ
り
も
多
く
の
俸
給
を
う
け
般
隊
て
最
高
の
待
遇
を
う
け
た
。

そ
れ
の
み
で
な
い
。
敵
国
船
牟
捕
mu

場
合
の
捕
獲
物
(
閉
口
N
O
)

の
分
配
に
お
い
て
も
包
B
H
E
H
は
も
っ
と
も
有
利
な
立
場
に
あ
ヮ
た
。

す
た
わ
ち
、
捕
獲
物
の
四
分
の
一
は
国
王
、
四
分
の
一
は
船
舶
所
有
記
、
残
り
二
分
の
一
は
捕
獲
に
参
加
し
た
乗
組
員
が
取
得
し
た
が
、

〔

8
)

包
百
円
相
品
は
各
乗
組
員
白
二
人
分
(
た
だ
し
捕
獲
白
際
に
居
合
わ
せ
た
か
っ
た
お
山
吉
司
己
は
乗
組
員
の
一
人
分
)
を
得
た
。



Thc ship hath one third part， th~ vietuallar the other third， 

the other third part is for the Company， and this is subdivided 

thus in shares 

つ
い
て
、

The Captain hath 10 一一一一 In some but 9 

The Lieutenant 9 or as. he ag-reeth with the Captain. 

The Master 8 - - In.. same hl1t 7. 

The Mates 7一一 一一一 一 -5

The Chirurgion 6一一一 一一一一一 3

The Gunner 6 一一 5 

The Boatswaine 6一一 一一一 一一 5.

The Carpenter 6一一一 一一一一一 5

The Trumpeter 6 一一 一 5

The 1. quarter Mast. 5 apeece， or - - - 4 

The Cooper 5 一一 - - -4  

The Chirurg. Mate 5 一一--4 

The Gunners Mate 5 一 一一一 -4. 

The Carpent. Mate 5 一一 一一-4. 

The Corporall 4一 一一 一一 3

The quarter Gunners 4一一一 -3

The Trump. Matc 3 一一一一-31/2 

The Steward 4一一一一 一一 -3  

The Cooke 4一一 一一一 一 -3

Theじoxswain 4 一一 一--3  

The Swahhf!-r 4 - - - - - - - - - 3 

}. A Sea Grammar. London， 1627. p. 72 Smith， 

宮
官
官
F
Z
mロ
ロ
耳
目
。
宮
司

nFEH

。

mw
白川

E
E
-
と
自
白
古
吋
と
の
巾
聞
に
位
置
を
占
め
、

七

町
内
包
官
官
自
ご
は
、
前
掲
白
表
花
見
る
よ
う
に
、

第
八
十
巻

戦
闘
に
際
し
て

第
五
号



呂
田
百
♂
民
同
日
司
自
色
昌
司
。

F
E汁

第
八
↓
巻

六

O
山

部
r
l
H勺

ノ1、

日
目
官
同
に
命
令
を
出
す
の
が
主
た
る
任
務
て
あ
る
。

「B町
E
E
O
の
職
棋
は
喜
一
員
を
指
押
し
、
如
何
な
る
港
に
行
く
べ
き
か
如
何
な
る
地
方
(
緯
度
)
に
お
も
む
く
べ
き
か
を
船
長

(
E
E
Zご
に
告

げ
る
こ
止

γ
あ
り
、
戦
闘
に
あ
た
っ
て
は
舶
の
運
営
に
つ
い
て
指
令
を
あ
た
タ
る
の
が

B
U
E
E
O
の
役
割
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
目
臣
官
同
ハ
船

長
)
は
船
を
操
縦
し
帆
L
K
と
と
の
去
る
の
が
そ
の
任
務
で
あ
る
」

「
自
立
E
ロ
は
必
ず
し
も
海
員
(
耳
目
回
目
)
で
な
か
勺
士
。
乗
柿
員
全
員
を
指
揮
し
そ
れ
ら
を
秩
序
づ
け
る
の
が
そ
の
役
割
で
あ
っ
た
。
」

「。図司自

百
E
は
、
ま
た
、
戦
闘
を
指
揮
し
た
。
し
か
品
に
、
田
宮
古
吋
(
船
長
)
は
実
質
上
は
航
海
船
長
(
自
笹
口
岡
田
E
Zろ
で
あ
っ
て
、
外
洋
航
海
中
は

『

mJ

舶
を
受
持
も
船
員
に
命
令
を
出
し
た
。
」

BH)訂
山
口
は
、
も
と
ラ
テ
ン
語

E
百
円
(
あ
た
ま
)
に
由
来
し
、
ラ
テ
ン
語

E
宮
宮
口

E
m
ま
た
は

E
官
官
E
m
は
「
軍
団
長
」

を
意
味
し
て
、
道
世
に
お
い
て
も

2
B宮
S
5
也
、
は
し
ば
し
ば
「
護
送
船
隊
臼
軍
事
指
揮
官
」
で
あ
っ
た
日
つ
ま
り
、
船
が
海
軍
の
流

(ロ)

儀
に
則
つ
℃
い
る
限
り
、

2
日v
g
E
は
官
官
円
。
吋
か

b
区
別
せ

b
れ
る
。
平
水
夫
一
(
H
C
B
E
E
H
E
E
)
は
成
り
上
が
っ
て
自
E
B円
ま

(国〕

て
は
昇
進
が
で
き
た
が
、

2
日
比
巴
回
心
地
位
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
u

つ
ま
り
、
軍
官
と
し
て
の

E
-
v
g旨
と
民
間
乗
務
員
、
と
し
て
の

臣
官
門
司
と
白
問
に
は
一
線
が
画
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
。
与

E
目
が
俸
給
を
得
亡
い
た
こ
と
は
包
自
民
己
と
具
な
ら
左
い
が
、

自
耳
目
ロ
の
場
合
は
俸
給
の
な
か
に
船
槍
・
船
室
の
一
部
を
自
分
白
役
得
と
し
て
勝
手
に
利
用
し
貨
物
を
積
込
み
運
送
て
き
る
白
が
普

(
M
)
 

追
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
民
間
の
商
船
に
あ
っ

τは
、
日
]VZ目
と

呂

自

Z
】
司
と
白
区
別
は
次
第
に
分
明
を
犬
山
ド
、
現
在
て
は
、
実
質
上
、
両
者
は

(国〕

全
然
区
別
し
得
な
い
二
つ
の
同
義
語
の
よ
う
て
あ
る
。

最
後
に
、
現
今
白
イ
ギ
リ
ス
海
事
法
規
て
は
一
般
的
呼
称
と
し

τの
「
海
員
」
は
必
ず

tmg目
白
九
と
表
現
さ
れ
る
が
、
以
前
は
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